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① 誤判と刑事裁判

② 国際人権法におけるわが国の刑事司法と死刑

6 現在，再審を開始すべきかどうかが

争われている事件等

以上本号

人間が行う裁判で誤判の可能性を板絶できないのであれば.絶対的な

刑罰である死刑は廃止すべきだとの主張は.今日でも存世論者からも高

く評価されている。すなわち.死刑存世論者の代表的な立場の一人であ

る故青柳文雄博士(19日--1986)でさえも.r私は誤判の場合の救済不

能の理由は考感に価するけれども.その他はそれほど強力な理由とは考

えない。Jと主張しているところからも明らかである。ところが.この

主張に対しては.故安平政吉博士(1896--1976)が.次のような見解を

主張して.反論しているので紹介するとともに引用しておくことにす

る。それは.r死刑廃止論者は・H ・..法律上再審には一回.二回とい

う制限がないので.極悪犯人でも.死刑確定後再審を申し立てて.それ
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〈論説〉

が却下されれば.またポケットには再審の申し立てを用意しているので

あるo かくのごとくして，なかなか死刑の執行というものは.現実にお

いては容易にしていなのである。現に私の手元には 60何名ぐらい死刑

の執行をしなければならない事件があるが.これは死刑を執行せず法務

当局者の手元にとめられているというような実情であるo この点は繰り

返して申し上げておきますが.少なくとも死刑囚に関する限り.わが国

としては.外国は知りませんが.明治維新この方.死刑囚については誤

判であったというようなことはあまりきかないのであるo ・H ・..Jとo

以上のなかで「誤判であったというようなことはあまりきかないのであ

るJという表言が私には非常に気になることであると同時に絶対にあっ

てはならないのである。

他には， 1960年5月10日から 24日まで東京において開催された国

際連合アジア地区人権擁護セミナーでの日本側の報告書について紹介し

ておく必要がある。すなわち， r死刑が執行された後は誤判の救済方法

がないということである。しかし 1882年以降わが国で死刑を執行さ

れた人員は 2792人におよぶが.後になって誤判と認められた者はまだ

1件もない。この点については死刑の適用についてわが国の裁判官が

極めて慎重であり又死刑の執行は法務大臣の命令にかかっておりその命

令がなされるまでに極めて慎重な手続きがふまれているからである。J

と報告されている。果たしてそうであろうか。この点について.故向江

部悦博士 0910--1980)は， r私は.この論拠に対して非常に驚いたこ

とは.死刑を執行された人員が2792人に及ぶが.あとになって誤判と

認められたものはまだ 1件もないということを述べている点である。要

するに.事件が誤判であるかどうかということは，当面他の第三者にお

いて全然わからないことであるから.被告人自身が無罪を叫び.それに

他人の協力によってその無罪を証明しなければならないのであるo r死
人に口なし』のたとえ.殺してしまっておいて.あとで 1人も誤判がな

かったというような論法はきわめて暴論といわなければならないのであ
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誤判と死刑 (2) 

るJ。

「わが国の裁判制度は.一審.二審.上告審の三級審制であり.さら

に再審とか抗告とか救済の手続きがきわめて多く存在することは認める

ところであるが.はたして最終的には誤判がないかというと.必ずしも

それは保障できないのである。近時わが国のジャーナリズムを非常に騒

がせた八海事件とか，二俣事件とか.又は幸浦事件というものは.利害

得失を考えないきわめて熱心な弁護人.その他関係者の活動によって現

に誤判があったことが証明されているのである。Jと誤判はあったと批

判しているo

そこで.以上の議論をまとめてみると.次のようになるのであろうか。

それは.すなわち，わが国の裁判制度は三審制を採用しさらに救済の

手続きもあり.死刑の適用についても裁判官は極めて4慎重であり.また.

死刑の執行について極めて慎重な手続きが採用されているということに

なるo もちろん.このことについては十分な理解が可能であることはい

うまでもない。しかし裁判は人間が行なうものである以上は.誤判は

絶対に避けることができないのである。従って. もし誤判によって死刑

が宣告され，これが執行された場合には他の刑罰ならまだしも.死刑の

裁判は一度執行されると回復不可能となる。その結果.国家自身が罪悪

を犯すことになるのである。故木村亀二博士 (1897--1972) も「死刑の

問題において.さらに重要な事項とせられているのは.死刑の威嚇力と

誤判に関する。…...・H ・..次に，誤判の問題であるが.これは.いうまで

もなく.死刑廃止の根拠とされていることはよく知られている。そして.

この誤判の問題は古くから議論されている問題であり.フランスでは.

イタリアで死刑廃止を主張したベッカリーアの『犯罪と刑罰jの公刊の

年より 12年前の. 1762年に起こったジャン・カラスに対する死刑が誤

判によるものであったことが明らかになり.その結果.ヴォルテールが

先頭に立って死刑反対論を展開し.当時の知識府のチャンピオンであっ

たアンシクロペテイストの死刑反対論となっていたのであるo ベッカ

( 4 ) 



〈論説〉

リーアの死刑廃止論のなかには誤判について論及されてはいなかった

が.右のようなフランス知識層の空気のなかに大反響をえて.世界的に

影響を及ぼしたことは.今日では周知の事実といってよいだろう o

それでは.誤判がなぜ死刑廃止の理由であり.根拠であるかというと.

第ーには.それによって.正義の実現を目ざす法の手続きを通して.人

の生命という基本的な権利を奪うという違法な結果が実現せられるから

であり.第二に.誤判が事後に発見された場合には.犠牲者はすでに死

亡しており.加えられた違法な結果はもはや全然回復することが不可能

となるからであるというにあるo もちろん.これに対しては.右の二つ

の点では.誤判による自由刑の執行の場合にあっても，死刑の場合と同

様ではないかと反論する者もないではないが.そのような反論は.誤判

によって加えられた自 Ij1の侵害が生命に対する侵害より小であり.か

つ.自由の侵害には回復の可能性があるのに対して.奪われた生命は回

復が絶対に不可能であるという根本的な相違を正しく認識しないことの

結論であるのみならず.さらに.そのような反論は死刑を認める何らの

根拠にはならないとするのが最近の学説であり.その最近の説が妥当で

あると.私は考える。

右のような意味で.死刑の威嚇力と誤判の問題が，古くから.死刑の

問題の重要な二つの論点となっていることも看過してはならない」とし

て.誤判の問題は古くから死刑廃止の根拠とされてきたと主張するo そ

して.さらに.われわれが注目したいのは，残念ながら歴史上では誤判

の事実が現実に存在するということを知るのであるo そこで.次には.

そのことを明らかにすることとする。

(1) 青柳文雄 f刑法通論 I総晶J(昭和 40年)451頁.同「自然法と死刑廃止

論」世紀85 31-32頁参mtrtリ11Mrカラス事件とヴォルテールJr日本の

菟罪J(昭和 58年)98頁.r( 6)死刑の執行は裁判の過誤があり.罪なき者

が誤って死刑の執行を受くるが加きことありたるとき.之を救済することが

( 5 ) 

制
日
法
学
論
集
第
三
十
八
号



誤判と死刑 (2) 

IH来ない。等々 ...・ H ・..…云う様な幾多の論拠を掲げてJtの諸説を確むる為に

幾多の著明なる哲人.学者の文献を援川して陪られる。J(樫悶忠美「コウピ

ンガ一帯 死刑廃止論を読みてJ法学新報46巻 lサ166頁)。

Copinger Walter Arthur. An Essey on the Abolition of Capital Punishment. 

Kirkpatrick. Capital Punishment. p 40. Calvert. Capital Punishment in the 20 

th. Century. p.l21.ヴェルツェルも「死刑に反対するもっとも強力な議論は.

誤判の場合に回復が不可能だということである」とする。誤判には広義の誤

判と狭義の誤判がある(田宮裕『日本の裁判J(平成元年)75頁)0 Hans Welzel. 

Niederschriften uber die Sitzungen der Gro8en Strafrechtskommission. 1l. 

8and. 8eratungen zur Todesstrafe. S. 48・49.

( 2 ) 死刑廃止法案が昭和 31年参議院に提案された際.同院法務委員会におけ

る公述人要旨から引用.安平政吉『責任主義の刑法理論J(昭和 43年)653頁

以f".死刑囚のrl1し立てる再審については.古川健次郎「死刑囚と死刑廃止

論について」静察公論 10巻7号53-54頁。

(3 ) この会議に出席した日本側の代表は.小野?i'i-郎博士.法務省刑事局長

竹内寿平氏.法務省人権擁護局長鈴木才蔵氏. !!lt高裁判所刑事局長樋口勝氏

及び日本弁護士述合会事務総長大塚喜一郎氏の五名であり.ワーキング・ペー

パーはこの五名によって作成された。

( 4) lIi)江路悦 f死刑廃止論の研究J(昭和 35年)53-54頁。

(5) I司・前掲書54頁。

( 6) 同・前掲持54頁.日本弁護士連合会 I再審の門一一無実の人を救うため

に一一J(改訂二版) (昭和 60年)25頁以下。

( 7 ) 木村亀二「死刑の問題J日本学士院紀要27巻lサ28頁。

(1) 名張毒ぶどう酒殺人事件

事件とその経過

名張毒ぶどう酒殺人事件(以下「名張事件Jという)とは， 1961 (昭

和 36)年3月28日に三重県と奈良県にまたがる葛尾(三重県名張市葛

尾)という集落にある公民館で開かれた.生活改善グループ「三奈の会J

の1年次総会後の懇親会の席で，ぶどう酒を口にした 10数名の女性が

次々と倒れ，そのうちの 5名が死亡し 12名が重軽傷を負ったという事

( 6 ) 



<i論説〉

件であるo

ところで.われわれは. 2007年5月からの大学院法学研究科博士前

期課程の刑事政策特殊講義のゼミと後期課程との刑法ゼミの合同ゼミと

で「名張事件」をとりあげることを決定しそれぞれ問題点を提起して

出席者全員で議論をしそのなかでの主たる論点を整理して.まとめた

ものを次に掲げることにする。なお.本件のレポーターを務めたのは.

法学研究科後期課程の学生の大矢武史君(現在は.朝日大学ポストドク

ター)であったことを付記しておく o

(事件の概要)

奥西勝は昭和 22年 l月妻チエ子(大正 15・5・13生)

して一男一女をもうけ.名張市葛尾 171番地の自宅で農業のかたわら日

稼に従事しているものであるが.同 34年8月頃から当時夫に死別して

後家になった.同所 155番地農業北浦ヤス子(大正 14・3・18生)と

情交関係を結び.以来同所観音寺下の竹薮等を逢引の場所として関係を

続け，その問衣類等を買い与えたことも二.三回あるが.この事が漸次

部落の噂にのぼり.同 35年10月20日頃の夜.右竹薮で逢引の直後附

近道路を 2人で歩いているところを妻チエ子に見付けられて同女の不信

をつのらせ.以来夫婦仲円満を欠き事々に喧嘩して家庭に風波が絶え

ず.殊に同 36年2月初頃からはそれが一層険悪化して.被告人の命じ

と恋愛結婚を
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る着衣の洗濯その他の用さえ素直にはしないぐらい冷淡薄情な反抗的態

一方ヤス子もチエ子から散々責められる上に部落の人達か

らも手厳しく非難されはじめたために，被告人との関係に嫌気がさし

次第に被告人から離れようとする態度を見せはじめたので2月20日頃

の夜最後に逢引したときには.これ限り関係を絶ちたいと言い出す始末

度に出られ.

となったので.妻の仕打ちに対する憤慨とヤス子の心変わりに対する恨

みから心を腐らせてやけくその気分になり.いっそのことチエ子.ヤス

子の2人を殺して右三角関係を一挙に清算してすっきりした気持ちにな

ろうと考えるようになった。そして右2人を殺しても自分の犯行とわか

( 7 ) 



誤判と死刑 (2) 

らないようにする方法や場所等につきあれこれと考えているうち.たま

たま同年 3月26日になってかねて居部落葛尾の 18戸と隣接の奈良県山

辺郡山添村の 7戸合計25戸から 1戸毎に l人又は 2人ずつ出て男子 12

人女子 24人合計36人の会員をもって組織している生活改善クラブ「三

奈の会」の年次総会が同月 28日の夜間市葛尾 76番地にある岡市薦原地

区公民館葛尾分館で開催されることを知り，右「三奈の会」にはかねて

奥西勝.チエ子.ヤス子の 3人共に会員となっている外この総会で

は. 2. 3年前からの'慣例としてそのあと引続いて懇親会が催されて一

同酒食を共にし.女子会員逮にも男子側の酒とは別にぶどう酒が出され

ることになって居り.仮にそれが出されないでもその代用として砂糖入

りの側酒が出されるものと予想されたのでこの懇親会を利用し.その婦

人専用の酒に有機燐製剤の良薬「ニッカリン・ TJを入れて飲ませる方

法を思いつき.この方法によれば女子会員中特に酒好きなチエ子.ヤス

子の 2人をまちがいなく殺せるが2人の外出席の女子会員多数を殺す結

果となっても犯跡|怒蔽のためにはこの方法より外ないと考えるように

なった。そこで同月 27日夜自宅で女竹一本を適当に切って竹筒一個を

作り.これに同 35年8月9日頃岡市新町の黒田薬品照会から買受けて

所持していた 100cc瓶入りの農薬「ニッカリン・ TJのうちから相当量

量をうつし入れてその用意をととのえた。そして総会当日の 3月28日

には午後5時 20分頃右準備した「ニッカリン・ TJ入りの竹筒を上衣

のポケットに忍ばせて自宅を出て.前記会場に出掛る前隣家の同会会長

奥西楢雄方に立寄ったところ.同家表玄関上り口の小縁に当夜の飲料と

して瓶詰ぶどう酒(三線ポートワイン) 1. 8リットル入り一本と同じ

く日本酒二本が用意されていたので.その瓶詰ぶどう酒に「ニッカリン・

TJを入れようと最後的決意をかため，直ちに右三本の酒を 1人で携え

て前記公民館分館に迎び.一先ず館内囲炉裏の聞の流しの前あたりに置

いたが.一足遅れて会場準備のため入って来た同会会員坂峰富子が雑巾

を取りに右奥西梢雄方に戻り.館内に居るのは被告人唯一人となった隙

( 8 ) 
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に乗じ.ひそかに右瓶詰ぶどう酒の栓を抜いてそのなかに所持していた

右竹筒入りの「ニッカリン・ TJを4乃至 5cc位入れた上.栓と包装紙

を元通りに直して置き.同日午後8時前後総会が終り間もなく懇親会に

うつった席上に右「ニッカリン・ TJの混入されたぶどう酒瓶一本を出

させ.その全量を出席の女子会員右チエ子.ヤス子.奥西フミ子(昭和

6・2.25生)中島登代子(大正 14・1. 14生)新矢好(昭和 10・5. 

10生)福岡二三子(当 37年)坂峰富子(当 29年)井岡百合子(当 42

年)伊東美年子(当 29年)植田民子(当 29年)神谷すず子(当 34年)

広岡操(当 37年)中井文枝(当 32年)石原房子(当 39年)高橋一巳

(当 34年)今井艶子(当 35年)浜田能子(当 29年)岡村消子(当 33

年)南田栄子(当 25年)中井やゑ(当 42年)の合計 20人に各自の湯

呑茶わんに分け注いで飲ませ，これら 20人全員を殺そうとした。その

結果何れもその飲用による有機燐中毒のため.うちチエ子.ヤス子.フ

ミ子.登代子.好の 5人を夫々間もなく右現場でこん倒死亡するにいた

らせて殺害の目的を遂げ.二三子を全治迄に 1ヶ月以上を要する瀕死の

重態に陥らせ.富子.百合子，美年子.民子.すず子.操.文枝.房子.

一巳.艶子.能子の 11人に夫々入院加療数日乃至 1ヶ月程度を要する

重軽症を負わせ. i青子.栄子.やゑの 3人は全然飲用しなかったために

何等の中毒症を起きせずに終り.いずれも殺害の目的を遂げなかったも

のである。

(1) 判例時報401号7頁以下(名張毒ぶどう酒事件の第一審無罪判決〔津地

政 39・12・23))からの引JIJである。

三重県警は.名張警察署に捜査本部を設置し他殺と:事故死の両面か

ら捜査を開始すると同時に，死者のうち最初に死亡した大石章子と最後

に死亡した木田ユキ子の解剖を開始し原因の追究に乗りmした。

30日には.飲み残しのぶどう酒の毒物検査をした三重県衛生部によっ
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誤判と死刑 (2) 

て.毒物は「有機リン剤の農薬jと思われ，その農薬は有機リン系のテッ

プ (TEPP)剤であると発表される。

そうしたことから捜査本部は.誰かによる他殺の線を強く打ち出すこ

とになり.この時点での捜査本部の最大の関心事は.ぶどう酒はどこで

買ったのか.そして.そのぶどう酒を誰が会場に運んだのかなとeについ

ての捜査がなされた。

ぶどう酒を酒屋で買った岩村隆一.その彼にぶどう酒を買いに行くよ

うに指示した大石松男，そして同氏宅から公民館までぶどう酒を運んだ

奥西勝の 3人が連日のように参考人としてきびしい取り調べを受けた。

そのなかで，特に大石松男と奥西勝の 2人には.捜査本部から疑惑の目

がむけられた。

4月2日夜 00時頃)から奥西勝が.r動機は三角関係のもつれ」で

「事件の被害者である木田ユキ子さんとの関係ができたために.家庭内

が不和になった。それで妻の千鶴子さんとユキ子さんの二人を殺そうと

思い.機会を狙っていた。懇親会前日の 27日の午後9時30分頃.自宅

にあった女竹を太さ 2センチ.長さ 6センチくらいに切り.そこに農薬

ニッカリン Tを入れて準備をし. 28日の午後5時20分頃.公民館の台

所に置いてあった婦人会員用のぶどう酒の蓋を聞け.ニッカリン液を注

入した」と自供をはじめ.3日午前 4時頃逮捕状が執行されたo その後.

同日昼過ぎに名張署の宿直室において記者会見が行なわれ.奥西勝本人

が直接に記者の質問を受けるという前代未聞のことが実施されているの

であるo このような人権を無視したことがなぜ行なわれたのか到底理解

することができない。

その後.同年 4月23日に奥西勝は.三重刑務所内にある拘置支所内

で行なわれた最後の取り調べの際に.初めて全面否認に転じた。しかし

結果として取り調べが終了すると殺人及び殺人未遂で津地方裁判所に起

訴された。

奥西勝が犯人となる背景について

(10 ) 



〈論説〉

葛尾という集落は.名張の街から離れた山間の孤立した地域にある

20戸に満たない小さな村で.町とはかけ離れた山間の孤立した部落の

一つであった。そこに暮らす住民は.そのほとんどが血縁.姻戚関係で

お互いに結ぼれており.そのために共通の利害を持っていた。事件発生

当時は.交通機関が未発達のために葛尾地区は閉ざされた地域であり.

葛尾自体が大きな家族のようなものであった。したがって.自己防衛の

本能からか.部落の人達の話すことは.ただ地域に平和をとり戻したい.

そして全てを忘れようと思うことだけであった。団結の強さ.仲のよさ

が葛尾部落の自慢であり.誇りであり.内部の者の団結の強さは.外部

から来た者に対して閉鎖的な態度となって現れる。さらには.外から来

た者に和を乱されまいとする脅戒心からか.ひどく排他的になり.事件

が発生して警察やマスコミが抑し寄せたとき.住民逮は貝のように押し

黙り.たまに口を開いても.rここの住民にそんなことをする者がいる

はずがない」と繰り返した。そこで.奥西勝が逮捕された後も.取材に

殺到した新聞記者等に対して.奥聞に対するきびしい非難や.憎しみの

言葉を住民遠から聞くことはなかった。外部の者に対しては.仲のよさ.

部落の和をしきりに.口を揃えて強調し誰も部落のことを批判するよ

うなことはしないし部落内部の人の悪口は言わない。もしかりに批

判めいたことを口にすれば.部落の和を乱した者として.その輪からは

じきだされてしまうことを恐れているようであったロ一見すると仲のよ

さそうなこの部落は.裏の顔をなかなかよそ者には見せようとしないと

いえよう o

奥西勝も，最初は部落の和を信じており.もし自分が自白しても，部

落の人々が無実を証明してくれると思いこんでいた節がある。しかし

拠査が進むにつれて奥西勝が逮捕されると.取材に沈黙を守っていた住

民連も.警察や検察の事情聴取に対して.せきを切ったように勝が不利

になるような話しを次々に話しだした。特に.最初は奥西勝の家族に対

してやさしい態度を見せていた人々も，奥西勝が裁判の過程で犯行を否
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~t!刊と死刑 (2) 

認したことを知るや.はげしい憎悪をぶつけるようになった。そして.

裁判が進行し無実を主張すればするほど.部落の人々の憎悪ははげし

くなり. もし奥西勝に理解を示す者はすべて部落社会の敵とみなされる

ようなった。もし.奥西勝が犯人ではないとなると.では誰が真の犯人

なのかという疑心暗鬼から逃れるために.一日も早く奥西勝を真犯人と

して確定させて.本事件を一件落着させ，部落全体に元の平和を取り戻

すことに一致団結して.奥西勝を犯人にするために積極的に捜査に協力

したということを窺い知ることができる。

以上のことから杉浦弁護士は「この事件について被告人の調書を除い

て数百人の人の調書がとられているが.これらの調書は本件の犯人は奥

西勝に間違いないんだというムードの中で作られたものがほとんどであ

る」と述べていることからも理解できょう o

第一審

昭和 39年 12月23日.間接事実のみからは請求人の犯行とは認定し

がたく.自白には多くの疑問点があって信用できないとして無罪を言い

波した。

イ 認定できる間接事実の整理

第一審判決.第4として. r被告人の自白調書についての検討Jの項

で，請求人の自白の信用性についての綿密な検討を行なっている。まず.

その前提として自白以外から次の間接事実が認定できるとしている。

(ア)請求人は妥 チヱ子のほかに北浦ヤス子を愛し，三角関係にあっ

た。

(イ) 請求人，チヱ子.ヤス子の 3人は奈良県山添村片平にある石切場

で働いていたが.毎日 3人一緒に出掛けていたのに 28日だけは請

求人 1人のみ早く行った。

(ウ)前年夏.請求人はテップ剤の一つであるニッカリン T100 cc入

りl本を購入したが.本件発生後である昭和 36年4月2日には請

求人方においてこれを見出すことができなかったが.このニッカリ

( 12 ) 



〈論説〉

ン購入の事実は請求人の供述から明らかになったもので.当初.売

主黒田敬ーはこの品物の売渡事実を否認していたが.請求人との対

質によってこれを認めるに至った。

(エ.) 3月28日午後5時20分ごろから 30分ごろまで請求人がI人で

公民館にいた。

(オ) 公民館囲炉裏の聞及びその付近から耳付き冠頭.四つ足替栓，封

織紙大小が発見されている。

(カ) 本件ぶどう酒からテップ剤が検出されているo

(キ) 本件の死傷はいずれもテップ中毒によるものであるo

しかしこのような間接事実のみによっては有罪認定することは

できないとした。

ウ 自白の信用性に関する疑問点

……第一審判決が自白の信用性について指摘した疑問点の概略

は次のとおりである。

(ア) 犯行動機について

本件犯行発生当時.請求人がチヱ子.ヤス子の両名を殺害しなけ

ればならないほど追い詰められた状況にあったとは認めがたい.と

した。

(イ) 犯行準備について

3月27日の夜.犯行準備としてニッカリン Tを入れる竹筒を作

成していたとの供述部分について.その時間帯には山田兄弟の来訪

があり，その後に 方を訪問しているが.それらに触れずに説明

しているのは理解に苦しむこと.また.暗い風日場焚口前で女竹で

作った竹筒にニッカリン Tを注入することは不可能であること.

ニッカリン入りの瓶は.事件当日の朝.名張川に投棄したとの供述

は，海女及び潜水夫の懸命の捜索にもかかわらず発見されなかった

ことなど.重要な点において不自然.不可能の点がある. と判断し

ているo
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誤判と死刑 (2) 

(ウ) 実行について

実行の機会については. (A)ぶどう酒は，楢雄方玄関小緑に置

かれてから請求人が5時 15分ごろ楢雄方に現れるまでの時間.

(B)検察官が主張する請求人が公民館に唯一人でいた時間. (C) 

その後に続く午後8時の開宴までの約 2時間半の時間.の三つの機

会が考えられ，証拠上 は認められるが の存在を看過でき

ないとして.検祭官の主張する請求人以外に混入の可能性がないと

の主張を排斥した。

さらに自白のうち.ニッカリンを混入する前後の模様についての

供述内容について.次のとおり疑問点を指摘している。

① ぶどう酒にニッカリンを混入する決意をしたのは.楢雄方を訪

れ.ぶどう酒の存在に気が付いたときであるいう点は.無言1・画な行

き当たりばったりの感じを受け.不自然であり理解しがたい。

② 本件犯罪の実行部分に該当し.最も重要な部分であるニッカリン

混入の時期に関する供述が動揺している。

③ 耳付き冠頭が自白内容から合理的に推測しうる場所とは異なる場

所から発見されており，この点について何の説明もなされていな

し、。

④ 封紙紙大小についても同様に自白内容から合理的に推測しうる場

所とは異なる場所から発見されている。

⑤ 四つ足替栓は一見して古く.本件ぶどう酒瓶に装着されていた四

つ足替栓ではないのではないかとの疑問がある上.四つ足替栓上の

傷痕が請求人の歯によって形成されたものである旨の鑑定は信用で

きず.右証拠が自白を補強していない。

⑥ 調書によれば，請求人は.ニッカリンを入れていた竹筒を囲炉裏

で焼いたとなっているが.竹の燃えがららしい炭化物からは植物に

通常含まれている燐が極微量検出されただけで，燐元素も有機燐化

合物も検出されなかった。この点において自白は補強されていな

(14 ) 



〈論説〉

し、。

以上の各点に疑問があり.さらに.請求人は右のとおりぶどう酒

瓶を開校してニッカリンを混入したと供述する後に. わざわざ包装

紙を解いて女性に瓶を見せており，ぶどう酒瓶ニッカリンを購入し

た者の行動としては理解に苦しむとし被告人の自白の信用性を否

定したJ。

( 2) 判例時報 401り.6 TI以下(いわゆる名張毒ぶどう i商事件第一審判決 (Nt

地判 39・12・23))からの引JUである。

控訴審

第一審の無罪判決に対して.検察官から控訴があり.昭和 44年9

月10日.無罪判決を破棄して.請求人に死刑を言い渡した。

自白の検討「ウ

請求人の自白については. 1京判決が I~I 白調書を信用

できないとした~nltl を詳細に検討し『自白に信用性がないというこ

控訴審判決は.
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という結論を出している。

その結論部分を見ると. r以上により.原判決の指摘す

る請求人のいわゆる自白調書中の本件犯行の動機.準備.実行に関す

る各自白に信滋性がない旨の各説示につき検討を加えたが.同各説示

は.いずれもその理由のないことが明らかであり.他に右各自白の{言

態性を否定すべき証拠も請求人の否認の供述以外にこれを発見しがた

く.殊に請求人の否認の供述が.他の措信し得る証拠に照らし.信用

し得ないから.原判決が請求人のいわゆる各自白調書中の本件犯行の

動機.準備.実行に関する各自白に信溶性がないと判断したのは失当

というべく.ひいては.原判決は，結局.本件犯行の動機.準備.実

行に関する各事実を誤認したものといわなければならない。jと判示

しているJ。

( 15 ) 
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( 3) 判例時報 576.~} 33頁以下(いわゆる名張毒ぶどう i商事件控訴審判決〔名

古屋高判 44・9・10))からの引用である。

確定判決の判示内容についてのゼミでの検討結果のまとめ

再審請求の対象となるfj(n定判決は，自白を除外したその余(爾余)の

証拠によっても.

① ぶどう酒の封織紙片等の状況により犯行の行なわれた場所と特定

できる公民館の聞炉裏の聞において，ぶどう酒に有機燐テップ製剤

であるニッカリン Tを入ることができたのは.約 10分間公民館に

ただ l人でいた請求人以外にはない。

② 三つの歯痕鑑定により.ぶどう酒の四つ足替栓の表面に付けられ

た痕跡が請求人の歯牙によって付けられたものであることが認めら

れ，請求人がその約 10分間の聞にぶどう酒の四つ足替栓を噛んで

あけ所持していたニッカリン Tを混入したと断定できると判断

し同時に.第一審判決が否定した請求人の自白の信用性について

も検討を加え.請求人の自白には信用性が認められるとした。

コ 確定判決も自白の信用性を肯定はするものの.必ずしも積極的に被

告人の自白は信用性があるとはいっていなし、。自白の信用性を否定し

た第一審判決に対する消極的・反論的な判示にとどまる。つまり.一

つ一つの論点について，被告人に不利なものを探し出して組み合わせ

て r..・H ・...という事実はあるものの.だからといって.それだけで自

白に信用性がないとはいえない。よって地裁の判断は誤りであるJと

いう論理構成を採用している。

=> 有罪の認定を支えているのは，上記①②のみであり.自白の信用性

を支えているのは，②のみである。①は関係者の各供述に基づく。「ぶ

どう酒を公民館に迎んでいくまでの聞に.ぶどう酒の瓶などに触れた

ものは誰もいなかったJという間接事実と，ニッカリン Tを混入で

(16 ) 



〈論説〉

きたのは「約 10分間.公民館にただ l人でいた被告人以外にないと

思料されるJという認定を前提として.これに歯根鑑定を加えて「自

白調書を待つまでもなく.被告人の犯行であったと断定するになんら

支障がないJと!開示する。(問題点) 間接証拠だけで有罪を認定でき

るのか?

第一審の無罪判決は.歯根鑑定を犯罪実行に関わる自白の裏づけ証

拠の問題として検討したのに対して.確定判決は「自白調書を除外し

た爾余の証拠Jに組み入れ(白白とは切り離して)10分間問題とか

二〉

らめて検討している O

ニッカリン Tを混入できた者は.約 10分間公民館にただ 1人で

いた被告人以外にいないことを裏付ける犯行の場所と機会に関する

確定判決の有罪認定の根拠

① 

状況証拠

② 歯痕三鑑定

③ 自白調書

上告審

議求人から上告の申立てがされたが.
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昭和 47年6月 15日.最高裁

は上告を棄却し控訴審の死刑判決が確定した。

第一次再審議求から第四次再審議求まで

第一次再審請求は.昭和 48年4月25日に申し立てられ.昭和 49

年1月9日請求棄却となり.第二次再審請求は.昭和 49年6月4日

に申し立てられ.昭和 50年 11月21日に請求棄却となり.第三次再

審議求は.昭和 51年2月 17日に申し立てられ.昭和 51年4月5日

に請求棄却となり.第四次再審議求は.昭和 51年9月27日に申し立

てられ.昭和 52年3月25日に請求棄却となった。いずれも.請求人

から新証拠の提出がないまま.再審請求が棄却されたものであった。

( 17 ) 
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(I) 申し立ての理由

第五次再審請求は.昭和 52年5月 18日に申し立てられた。その申

し立ての趣旨は.刑訴法435条6号に該当する事由があるというもの

であり.その主張は多岐にわたったが.その主たる理由は.四つ足替

栓上の歯痕に閑し確定判決が有罪の根拠として挙示した三鑑定の信

用性を弾劾する新たな証拠を発見したという点にあり，新証拠とし

て.本件替栓の表面にある傷痕の評価判断に関する意見書ないし証言

が中心となった。

それらは.歯痕間隔の測定が技術的に困難であることなどを理由

に.あるいは.本件替栓上の傷痕と請求人が捜査段階にぶどう酒瓶の

UH栓実験をした際に自らの歯牙で聞けた同種の替栓の表面の傷痕との

三次元形状の不一致を理由に.確定判決の認定根拠となった三鑑定書

を批判するものであった。

(2) 請求審決定

名古屋高裁は.昭和 63年12月14日.再審議求を棄却した。刑訴

法435条6号による新たな明らかな証拠に関する決定の判断の理由

は.次のようなものであった。

すなわち.まず.再審請求段階で提出された証拠のうち.刑訴法

435条6号にいう新たな証拠とそうでない証拠とを選別した上，情況

証拠に!期し.新規性の認められる新証拠を論点別に整理し.これと有

機的に関連する旧証拠とを総合的に評価して，各論点ごとに，確定判

決の事実認定が動指するかとの観点から明白性の検討をした。

その結果，本件替栓上の傷痕に関する鑑定を除いては，いずれも確

定判決の事実認定を動掃させるに足りるものではないが.本件替栓上

の傷痕に関しては.新証拠が加わることにより.確定判決が有罪認定

の証拠とした三鑑定のうち.傷痕が請求人の歯牙によって印象された

という積極的識別.同定を認めた部分の証明力は大幅な減殺を受けた

ものの.その傷痕が請求人の歯牙によって印象されたとしても矛盾を

(18 ) 



〈論説〉

なお証明力を保

次いで.自白の任意性.信用性についても.論点別に新証拠を整理

して.これと有機的に関連する旧証拠を総合的に評価し.各論点ごと

に.確定判決の事実認定が動揺するか否かとの観点から.明白性の有

無を検討した。その結果，いずれも確定判決の事実認定を動絡させる

同定の限度においては.生じないという消極的識別.

持しているとした。

には足りないとした。

最後に.一部証明力の減殺されたものを含む旧証拠により認められ

る間接事実に旧証拠中の自白を併せて総合的に再評価すれば.罪とな

るべき事実について.旧証拠.新証拠を含む全証拠によっても合理的

疑惑は生じないし.確定判決でも争点とされ判断された諸事情を考慮

しでも.右判断は左右されないとして，新証拠は.すべて明白性を有

しないと判断した。

ただ.その判文中では.r請求人の自白調書を除外した爾余の証拠

だけでも請求人が確定判決認定判示のとおりの犯行をしたと断定する

に何ら支障はないとした確定判決の判断には賛同できない」旨の説示

もしているo
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第五次再審請求審決定についてのゼミでの検討結果のまとめ

弁護団は.王冠の傷に着目し.日本大学歯学部総合歯学研究所の土生

博義助教授に傷跡の三次元解析を依頼し.二つの型が一致しないことを

つきとめ.さらに大阪大学の鑑定は平面写真の片方の倍率を二倍に拡大

し不正に一致させていた疑いをつきとめ.新証拠として提出した(土生

歯痕鑑定と鈴木歯痕鑑定)。

これによって，名古屋高裁も歯痕鑑定の「大幅な証明力の減殺Jが生

じたことを認めざるを得なくなり.歯型鑑定について.r大幅な証明力

の減殺は免れないものの...・H ・..替栓の歯痕請求人の歯牙によって印象さ

れたとしても矛盾は生じないという限度でなお証明力を有する」とし.
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誤判と死刑 (2) 

自白を併せて総合判断すれば有罪認定は維持できるとして再審請求を棄

却した。

コ 四つ足替栓の表面に付けられた傷痕が請求人の歯牙によって付けら

れたものであるとした確定判決の判断は誤りとされたが.被告人の歯

によって付けられたものであるとしても矛盾しないという範聞におい

てはなお証拠価値が認められ.自白を併せて総合判断すれば.請求人

を犯人とした確定判決の判断そのものは是認できるとした。(問題点)

コ 歯痕三鑑定を被告人が入れたことの直接証拠と考えると.確定判決

の有罪認定の要であった②の証明力が大幅に落ちたならば①の間接事

実は成り立たない。(問題点)自白調書をまつまでもなく有罪と断定

できるとした確定判決の有罪認定は維持できなくなるはずでは? 刑

訴法435条6号は，再審開始の条件として.r証拠の新規制jと「明

白性」を要求する。同号にいう明らかな誕拠について.白鳥決定(最

(小)判昭和 50年5月20日刑集29巻5号 177頁)は，①無罪を言

い渡すべき明らかな証拠とは「確定判決における事実認定につき合理

的な疑いをいだかせ.その認定を覆すに足りる蓋然性のある証拠jと

定義し②明白性の判断方法について.r (新)証拠と他の全(1日)証

拠とは総合的に評価して判断すべきJだと判示しさらに，③再審開

始の判断においても「疑わしいときは被告人の利投にJの原則が適用

されると判示した 10このような理解が今日通説となっているはずだ

が・・-

(2) 異議審決定

請求審決定に対して.請求人が異議を申し立てた。申し立ての理.由

は.原決定が明白性の判断について孤立評価説を採ったのは判例に反

する，原決定は.新証拠により歯痕鑑定の証明力が減殺されたと認め

つつ.自白の証明力をかき上げして有罪を維持したのは判例違反であ

るというものであった。

名古屋高裁は，平成 5年3月31日.異議の巾し立てを棄却した。
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〈論説〉

その理由は.まず原決定のした証拠の新規性.明白性に関する判断

方法を是認した上.証拠構造の組み替えや自白の証明力のいわゆるか

さ上げの方法により犯人性につき判断することは禁じられていないと

した。

ぶどう酒の到着時刻及び 10分間問題という情況証拠に関するこっ

の論点について.再審請求審.異議審で取り調べた証拠と全旧証拠を

総合的に評価しても確定判決の認定及びその認定を前提にした原決定

の判断に誤りがあるとは認められないとした。そして.本件替栓上の

傷痕については.新証拠及びこれと有機的に関述するすべての旧証拠

とを総合的に評価した結果として.確定判決の有罪証拠とされた三鑑

定のうち.替栓上の傷痕は人の歯痕である可能性が強いなどとした点

に関する証明力は否定されず.本件替栓上には.請求人の歯牙による

傷痕がないなどと断定することはできないのであって.三鑑定は.本

件替栓上の傷痕が請求人の歯牙によって印象されたとしても矛盾は生

じないという限度でその証明力を保持しているとした原決定が不当で
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あるとはいえないと判断した。

さらに.自白の任意性及び信用性に関して.提出された証拠. I日証

拠を含む全記録を精査して検討しでも.自白の任意性.信用性に疑い

を挟ませるような事実は認められず.数多くの客観的な間接事実が自

白の有力な裏付けとなるとして.請求人の自白に任意性及び信用性が

あるとした原決定の説示はいずれも正当として是認できると判断し.

以上の判断に基づいて.確定判決の事実認定に合理的な疑いがあると

はいえないと判断した。

第五次異議審決定及び第五次特別抗告審に対するゼミでの検討結果の

まとめ

第五次異議審決定(名古屋高裁平成 5年3月31日判タ 834号・ 228頁)

開栓が他の者にもできたとしても.それは思考上のもので.実際にそ

のようなやり方(封織紙を破らずに毒物を混入する方法)で犯人がやっ

( 21 ) 



誤判と死刑 (2) 

たとは考えられない。すなわち.r抽象的なレベルにおいて.偽装的な

開栓は可能であるといえても.その方法の特異性や耳付き冠頭等の証拠

物の状況に照らせば.実際にそのような開栓方法によってあらかじめ偽

装的な開栓が行われたことは考えられない」と結論付けた。

コ 具体的に請求人以外の者がやったという証拠を提出せよとする。(IHJ

題点)弁護側に厳格な立証責任があるのか?

第五次特別抗告審(最高裁3(小)平成9年1月28日判タ 931号 124

頁)

①について

封織紙は.外栓の耳付き冠頭を外す際に破れる関係にあったことが認

められることや，本件ぶどう酒瓶に装着されていたと認められる内栓.

外栓.封織紙の大.小が公民館囲炉裏の問およびその周辺から発見され

ていることなどから.公民館の囲炉裏の問で毒物が混入されたものと推

認することができると判示した。そして真犯人が別の場所でぶどう酒瓶

を閲栓して毒物を混入した後で.栓を閉めて封械紙を貼り直し.公民館

で宴会の前に再度開栓された可能性については.r封織紙の破片を調査

しても.貼り合わせ部分を貼り直した痕跡は認められないし.所論のよ

うに本件替栓や耳付き冠頭が二度開栓されたことを疑わせる証拠はな

いJとして.真犯人があらかじめ別の場所で開栓した可能性を否定した。

つまるところ.r本件ぶどう酒瓶がいつ会長宅に持ち込まれたかにつ

いて検討するまでもなく.申立人以外の者は本件ぶどう酒に農薬を混入

する機会がなく.その実行が不可能であったものと認められるjと判示

した。

②について

歯痕三鑑定の証明力が大幅に減殺されたことが明らかであるけれど

も.歯痕三鑑定は替栓に残された傷痕が請求人の歯牙によるものである

としても「矛盾は生じない」という程度の証明力は保持しているから.

「これのみにより直ちに確定判決における事実認定に合理的疑いが生ず
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〈論説〉

るものではないし確定判決の有罪認定の根拠とされた前提①及び③の

各証拠群の証明力が否定される関係に立っともいえない」と判示してい

る。

歯痕三鑑定の証明力が大幅に減殺されたことで.①の状況証拠群に依

拠しなければならず.r問題は，・……・・再審議求後に提出された新証拠

と確定判決の言い渡された第二審で取り調べられたその余の全証拠とを
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総合的に評価した結果として.確定判決の有罪認定につき合理的疑いを

生じさせ得るか否かに帰着する」として，まず①の状況証拠群について

検討を加え.r以上の状況証拠によって，申立人が本件犯行を犯したも

のと認めることができるJと判示している。

やはり確定判決同様.自白と符合する状況証拠(場所と機会)だけ

で有罪を認定し，その上で自白も信用できるとするo

再審請求後に提出された新証拠と確定判決の言い渡された第二審で

~ 

取り調べられたその余の全証拠とを総合的に評価(新旧全証拠の総合

評価)するとして，その前提として確認したはずの歯痕三鑑定の証明

力の大幅な減殺という評価が.総合評価の過程でなんらの役割も果た

していなし'0(問題点)r歯痕三鑑定」の証明力の大幅な減殺という事

態の他の証拠群への影響を総合評価の過程で遮断してはいないか?

白鳥決定は.r総合認定における各証拠は.相互に関連するものとし

て裁判官の心証形成に作用するものである。したがって，新証拠が旧

証拠の証明力を減殺したとしても，旧証拠の証明力の変動が「他の証

拠の信頼性にどのような影響を及ぼし，ひいては原判決の事実認定に

どのような影響を及ぼすことになるかを検討する」必要があるとす

二〉

る。

U 

弁護団は.この最高裁決定の誤りを明らかにするため.①真犯人が封

紙紙を破らないで閲栓した可能性，②真犯人が封織紙の貼り合わせ部分

以外の部分を破って，封紙紙をはがして，外栓と内栓を一緒に閲栓して，
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毒物を混入した後で栓をして，封織紙を糊で付けた可能性を示す実験

(f二度開け実験J)ビデオテープを新証拠として提出した。この方法に

よれば，貼り合わせ部分に変化は生じないし宴会の前に開栓されたと

きに再度封織紙が破れるので，封織紙発見場所から，犯行現場を推認す

ることができなくなるはずで、ある。さらに.自白にあるような閲栓方法

では.証拠物のような封かん紙の形状にならないという実験をし鈴木静

岡大教授の鑑定書を提出。今まで見過ごされてきた四つ足替栓の足のう

ち一本が極端に折れ曲がっていることに着目し，石川名大教授の有限要

素法による解析でこの折れ曲がりは「歯による開栓では形成されないJ

とする鑑定書も提出した。

U 

第7次再審開始決定は，新証拠を加えて全証拠を詳細に検討し総合

評価をすれば，確定判決がもはや維持できないことを明快に判示した。

(4) 特別抗告審決定

異議決定に対して，請求人が特別抗告を申し立てたo

特別抗告審決定は，平成 9年1月28日.後に詳しく述べるとおり

(第6章第 1)，新たな証拠の明白性を否定し原決定の判断は是認

できると判示して，特別抗告を棄却した。

第6次再審請求

(1) 申立ての理由

第6次再審請求は，平成 9年1月30日申し立てられた。その理由

は，確定判決の事実認定に供された証拠及び第5次請求までに提出さ

れた証拠に，新証拠として，事件当時名張警察署長で本件の捜査本部

長として捜査の指揮をした中西貸蔵作成のノートを加えれば.公民館

に請求人が一人でいたという 10分間の犯行機会があったとする確定

判決の認定には合理的な疑いが生じるというものであった。

(2) 請求審決定

平成 10年10月8日.新証拠には明白性がないとして，請求棄却決
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定がされた。

異議審決定

請求審決定に対して異議が申立てられ.平成 11年9月10日.異議

申立棄却決定がされた。

特別抗告審決定

異議審決定に対して特別抗告が巾し立てられ，平成 14年4月8日.

特別抗告棄却決定がされた。

〈論説〉

(3) 

(4) 

その理由は.要するに.中西ノートには.坂峰富子が捜査官に対し

て.本件犯行当日.同女が請求人の後を追って奥西楢雄方を出てから.

石原房子と途中で出会い.共に本件犯行現場の公民館に行ったと述べ

た旨の記載がある。他方.本件犯行発生直後の捜査段階から確定裁判

の公判段階.再審請求審の審理段階を通じて.一貫して.奥西楢雄方

から請求人の後を追って公民館へ行った後.奥西楢雄方に雑巾を取り

に戻り.再び奥西楢雄方から公民館へ向かった時に途中で石原房子と

出会って共に公民館に行ったのであり.それゆえ.坂峰が奥西槍雄方

に雑巾を取りに戻るため公民館を出てから再び公民館に到着するまで

の約 10分間L請求人が 1人で公民館にいたと供述しているのであり.

これは，石原房子.新矢了.井岡百合子等の関係者の供述とも符号し
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ていて信用性が高いと認められるのに対し.中西ノートの上記記載

は.これらと符号せず.その記載形式からも.中西自身が坂蜂富子か

ら直接聞いたものではなく.他の技査官から伝え聞いた情報を記載し

たもので.証拠価値が乏しいとして.

としたものであるo

本事件では.前述のような経過を辿ることによって奥西氏は.長期

明白性を認めることはできない

にわたって人生の大半を獄中での生活を余儀なくされて今日に至って

いる。その問.非常にきびしい状況のなかで弁護人は.奥西氏本人の

無実を訴え続けるために再審を 7岡請求しようやく 2005(平成 17)

年4月5日.名古屋高裁刑事第一部は.r本件について.再審を開始
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する。請求人に対する死刑の執行を停止するJとの決定を下した。し

かしこの決定に対して， 4月8日検察官は異議の申立てをしその

結果， 2006 (平成 18)年 12月26日に名古屋高裁刑事二部は.検察

官の異議申し立を認めて再審開始の決定を取り消した。これに対し

て.弁護人は 2007(平成 19)年 1月5日に決定を不服として最高裁

に特別抗告をしたことにより.その後の審理は最高裁で継続してお

り.われわれとしてもその結果に重大な関心を寄せているところであ

る。改めていうまでもなく，一日も早い再審の開始を待ち望んでいる。

なお，本事件については，三原憲三=大矢武史編著『名張毒ぶどう

j酉殺人事件に関する資料集〔一一再審開始の異議審を巡る問題につい

て一一)J (平成21年)を参照せられたい。

(2) 袴田事件

昭和 41年6月30日午前 1時50分ころ.静岡県清水市内横砂651番

地の 1(現在は静岡市消水区)の味噌製造会社(こがね味噌)の専務取

締役方で火災が起き.鎖火後.焼け跡から専務一家四名の死体が発見さ

れたが.それらの死体に多数の刺切創があり.焼け焦げた各死体の着衣

等に油臭があったこと.被害者方から現金入り金袋が持ち出された疑い

があったことなどから強盗殺人.放火事件として捜査が開始された。そ

して.こがね味噌が従業員に支給していた雨合羽が現場に遺留されてい

たこと，被害者方の裏側にあるこがね味噌の工場内において血液反応が

認められたこと等から.犯人は会社の内情に詳しい者であるとの疑いが

強まり.こがね味噌の従業員であった袴田巌(工場内の従業員寮に住ん

でいた。当時30歳)の部屋にあったパジャマから袴田巌以外の者の血

液反応が出たこと.袴田巌が事件直後指に怪我をしていたこと，事件当

日は袴田巌は自室で一人で寝泊りしていたこと等から袴田巌が犯人と疑

われ，逮捕，勾留された。

袴田巌は，当初否認していたが.身柄拘束後しばらく経ってから司法

( 26 ) 



〈論説〉

警察員.検察官に対して自白し.起訴され.その後も取調べを受け.犯

行を認めていたものの.起訴後第一回公判において本件犯行を全面的に

否認し以後一貫して無罪を主張さした。

裁判の結果.袴田巌被告に.昭和 43年9月 11日.静岡地方裁判所で

死刑判決が言い渡された。これに対して被告人は菟罪を主張して.ただ

ちに控訴する。東京高等裁判所は昭和 51年5月 18日に「控訴を棄却す

翌日に上告する。昭和 55年 11月19日に最高裁判

所において「上告を棄却する」の判決が言い渡されたことによって.袴

田の死刑判決が確定した。この判決に対して.昭和 56年4月20日に再

審請求を申し立てるのですが.平成 6年に静岡地裁で.平成 16年には

東京でそれぞれ棄却されて現在は最高裁に特別抗告中である。

る」の判決を受け.

判例時報 1522.~;- 40頁。

判例時報 1522号40((。

判例時報 1522.~.・ 4811。

( 1 ) 

(2 ) 

(3 ) 

朝
日
法
学
論
集
第
三
十
八
号

参考文献等は次号で示す予定である。

布川事件

事件の概要

(3) 

1967(昭和 42)年8月30日の机茨城県北相馬郡利根町大字布川 2536

で独り暮らしの玉村象天さん(当時 62歳)が.大工仕事を依頼しに来

た近所の人によって自宅八位聞で他殺体で発見された。

娘査機関による死体検視と現場検証によれば，玉村・さんの死亡推定時

刻は 8月28日の午後 7時から 111時頃であるとされた。玉村さんは，両

足をタオルとワイシャツで縛られており.首にはパンツが巻きつけられ

た上.口にパンツが押し込まれていた。死因は絞殺による窒息死である

と判明した。現場の状況は玄関と窓は施錠されていたが.勝手口はわず

( 27 ) 



誤判と死刑 (2) 

かに開いていた。室内は物色した形跡が認められたが.何を盗まれたか

は判明せず.玉村さんは個人的に金貸しを行っており.現金(10万7000

円を強取)もしくは借金の借用書などが盗まれた可能性があった。唯一

判明したのは男性が普段使用していた「白い財布Jが発見されなかった

ことである。また.現場から指紋43点が採集された。

玉村さんの自宅付近で午後8時頃に不審な二名組の男性の目撃情報が

あり.その情報から当時20歳の桜井昌司と 21歳の杉山卓男の二人が別

件で逮捕され.深夜におよぶ長時間にわたるきびしい取り調べの結果.

それに耐えきれず両名共に強盗殺人を自白し.同年 12月28日に起訴さ

れたoしかしながら両名と強盗殺人とを結び付ける証拠は一切なかった。

公判で桜井.杉山の両名は「自白は警察に強要されたものであり.強

盗殺人はしていないjとして，全面否認したが. 1970 (昭和 45)年 10

月6日に第一審の水戸地裁土浦支部は「自白は信用できる，やっていな

い者が自白できるはずがない」と無期懲役の判決を言い渡し. 1973 (昭

和 48)年 12月20日の第二審の東京高裁では「ほかに犯人がいるので

はないかと疑わせるものはないJとして控訴を棄却し 1978(昭和 53)

年7月3日に最高裁で上告が棄却され.桜井.杉山の両名とも無期懲役

が確定した。

千葉刑務所に収監されていた両名は，実に 29年の獄中生活を送った

後. 1996 (平成 8)年 11月に仮出獄したが，現在まで無実を訴えてお

り，そのことから 1983(昭和 58)年 12月23日に被害者の死亡時刻に

誤りがあるとする法医学者の鑑定などを新証拠として第一回の再審請求

を申し立てたが. 1987 (昭和 62)年3月31日.水戸地裁土浦支部はこ

れを棄却し東京高裁も 1988(昭和 63)年2月22日.この棄却決定を

支持して即時抗告を棄却.つeブいて.最高裁も 1992(平成4)年9月

9日，特別抗告を棄却した。

さらに.民間人の有志による「布川事件を守る会Jが2001(平成 13)

年に第二次再審請求を水戸地裁土浦支部に申し立て. 2005 (平成 17)

( 28 ) 



〈論説〉

年9月21日に再審の開始を決定した。これに対して.検察側が東京高

裁に即時抗告したため.再審の開始決定の是非に関する審理が行われた

が. 2008 (平成 20)年7月14日.東京高裁(門野博裁判長)は再審の

開始決定を支持し検察側の即時抗告を棄却した(判例タイムズ 1290

号 (2009・5・1))。しかし検察側が「重大な事実の誤認がある」と

して最高裁に特別抗告をしたことにより.現在も審理が継続中である。

その後.2009 (平成 21)年 12月 14日.最高裁第二小法廷(竹内行

夫裁判長〔決定は同小法廷の四裁判官全員の一致〕は.自白の信用性を

疑問視して再審の開始を認めた東京高裁の判断に「誤りはない」として，

検察側の特別抗告を棄却する決定を下しそのことにより再審の開始を

認めた水戸地裁土浦支部の決定を支持した東京高裁の決定が確定したこ

とになり. 2人の再審の開始が確定した。それにより今後は，水戸地裁

土浦支部で再審の裁判が開かれ.その結果.無罪判決が言い渡される公

算が大きいといえよう D

参考文献

小田中聴樹 f苑1)1¥はこうして作られるj

伊佐千尋 I舵のない骨か一一布111事件の不正義j

佐野洋 f艦の中の詩Jcm補版〕

布川 ~J~件研究会「布川事件の問題点についてJ 法学セミナー 259 号

小田中聴樹ほか=再審・えん罪事件全国連絡会編『えん罪入門j

布川事件弁護聞編 f刷れた自白 無罪へ/菟界・布川事件j

桜井晶司 f獄中詩集壁のうたj

i市水誠=小問中聴樹「布川*件の最高裁決定について」法学セミナー 283号

大山良知「布川】J~件再審請求審理の現段階」法学セミナー 388 号

村岡啓一「布川~J~件即時抗告審決定の意義と今後の課題J C法律時評〕法律時報

80巻 11-t]・

盛時七絵「布川~J~件再審開始決定の意義と刑事手続・再審の改革課題J C法律時

評〕法律時報 77巻 13号

盟崎七絵「再審・布川~J~件 即時抗告審決定の意義」法学セミナー 648号
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誤判と死刑 (2) 

1i'i水誠「布川事件再審開始決定に想う」法学セミナー 613号

柴間五郎=桜井昌司=杉山卓男「講前 日本の菟罪ー布川事件ー」龍谷法学37

巻 l号

政崎七絵「再審締求審における証拠の明白性の判断方法一一布川事件再審開始

決定J法律時報78巻13号

(4) 福岡事件(福岡ヤミ商人殺人事件)

戦後まもなく発生した「福岡事件Jについては，長くなるけれども事

件の概要を判例のなかから引用すると.次のようになる。

r....・H ・-西武雄は.昭和 22年4月末頃以来.軍服等架空の品物の取引

に籍口して金員を入手すべく.もしこれに成功しない場合には.取引の

相手方を殺害して金員を強奪しようと計画し同年5月初頃，まず，そ

の見本とすべき夏物軍服上衣.袴下.軍用夏シャツ等を入手して.これ

を福岡市住吉新屋 173番地ブローカー熊本文造(当時41年)に交わし

同人及び日本人仲介者数名を介し.同月中旬頃，岡市春吉3番丁衣類商

翁祖金(当時 40年)始め劉徳釧.降勝雄，葉坤林，林華利等中国人 5

名に対し.これが売込み方を申入れて，その取引の交渉を押し進める一

方.他面，前記劇団芸能社経営当時の輩下であった被告人黒川明に右計

両を逐次打明け.同被告人も亦これに同意し，ここに右被告人雨名は.

前記計画の実行方を共謀しその実行に必要な拳銃入手の方便として.

稲岡競馬のことに関し編岡の親分野村某と，久留米の親分原口某との

問に， I喧雌が行われる旨架空の事実を作為し同月 19日前記劇団芸能

社経営当時の会計係であった被告人藤川消に対し，こもごも右喧!曜の野

村親分応援のため入用であると告げて，拳銃の入手斡旋方を依頼し.同

被告人は更に被告人押川栄治に之を依頼し被告人岸文彦の紹介で右両

人から予て所持する拳銃の貸与方依頼を受けた被告人石井健治郎は.翌

20日午後4時頃.拳銃貸与の目的で.前記被告人藤川，押川，岸と共

に.福岡市西大学前町 1135番地福岡旅館に赴j 被告人西，黒川の両

名と面接し被告人西の求めに応じ.所携の拳銃一挺に実砲4発を添え.

( 30 ) 



〈論説〉

更に被告人岸及相被告人牧頼ーをして同所に持参させた 14年式拳銃一

挺を合せて代金5万円で.被告人西に譲渡することを承諾しかくして

被告人西は.拳銃の入手に成功するや.他面前記熊本文造と述絡し軍

服取引の関係者を岡市西堅粕元町 309番地浜利飲食応に述行すべきこと

を打合せておき.その問被告人石井，藤川.事11川等に対し漸次計画の

実相を打明け• lJJの成行によっては.まず被告人黒川が取引の相手方2

名を誘い出し.次いで.被告人凶が残りの者を連れ出し.逐次相手を殺

害して.その所持の金員を奪取すべく.計画の実行に関する大略の構想

を表明し被告人石井亦右計闘に加担し前記拳銃をみずから使用して.

その実行の一部を分担すべきことを引受け.被告人西は.同日夕刻被告

人藤川を.前以て取引物件の仮装の売主となることにつき承諾を得てい

た岡市西堅粕 5丁目中島岡一方につかわして.やがて被告人商等がm向

くべきことを申し伝えさせ.間もなく，同日午後 71時頃.被告人i抵黒

川.押川.石井.WはfLl被告人牧と共に相前後して.福岡旅館を出発し

被告人西は，事!り11.牧の両名を伴い.他の被告人等と一旦行を別して.

前記浜利飲食前附近に赴き.被告人押川.藤川等を同所に待たせておき.

来合せた熊本文造と共に同飲食庖に入札阿倍で前記翁組金. i!lJ徳銅等

中国人両名が軍J1fi目受代金70余万円を準備し吉田綱吉.古川稔等日

本人数名の仲介入と共に.待合せているのに面接し熊本と共に.翁祖

金に対し取引の保証金として 10万円の交付方をrl1mで.同人をして

右 70万のうちから現金 10万円を熊本に手交させた上.熊本よりこれを

受取り.翁.熊本を近隣の前記中島国一方に同道して.右中島に該 10

万円を渡し.一時保管方を依頼したが，残金60余万円については.翁

等の方で.現金引換でなくては容易にこれを交付すべくもない模様で

あったので.被告人同は.ここに愈々予ての計画どおり.取引の相手方

を順次誘い出し.これを殺害して右残金を強奪する外はないと考え.翁

等がしきりに現品の受渡しを要望している心情をとらえてこれに采-じ.

現品積込現場への案内に諸口し翁.熊本の両名を前記i兵利飲食応前で，
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誤判と死刑 (2) 

被告人黒川に引渡し被告人黒川は.被告人西の右意をうけ.雨名を誘

導して.予定現場の岡市堅粕東新町福岡工業試験場附近に到り.倉庫を

聞く準備をすると称して.右両名を一時同所附近に待たせておき.同所

と被告人.石井.藤川.押川等の待機場所との聞を数回往復して.機の

熟するを待ち.この間被告人藤川は，被告人西，黒川等の意図が金員強

奪の目的を以て人を殺すにあることを知りながら.これを援助する意図

を以て，被告人抑川より拳銃を受取りしも，翁等が逃げ出す場合にはこ

れを脅して被告人商.黒川等の計画遂行を容易ならしむべく.附近路傍

ポプラの下に蹄んでひそかに翁等の動静を見守り.被告人事11川も亦同

様.被告人西.黒川等の意図が金員強奪の目的を以て人を殺すにあるこ

とを知りながら.これを援助する意思を以て，附近の麦畑の中に身をひ

そめて，事の成行を注視し被告人石井は，前記の知く.被告人西.黒

川等の計画に加担しその実行行為の一部を分担遂行する意思を以て.

前記福岡工業試験場横門前路上に臨み.同所において.被告人黒川が誘

導して来た翁，熊本の両名に出会い，被告人黒川と熊本を一時間所から

待避させ.翁と約一間半を隔てて相対峠する姿勢となるや.所携の前記

拳銃を以て，いきなり.翁を目がけて発射し胸部に命中させてその場

に昏倒せしめ.次いで熊本が事の意外に驚いて周章.翁の身近に立ち現

われるや.更に同人に対し右拳銃を以て第二弾を発射しその左胸部

に命中させて同じくその場に昏倒せしめ.被告人岸は，予て被告人藤川

より被告人西.黒川等の前記拳銃入手の目的が喧嘩にあるものと聞知

し時宜によっては.同被告人等に助勢する意思を以て.被告人黒川よ

り前以て受取っていた日本刀を携えて.被告人石井に追随し.前記現場

附近の路上を往来しているうち，翁及び熊本の両名が右のように被告人

石井に撃たれて路上に昏倒せしめられるや.直ちにその場に馳せつけ.

被告人黒川も亦現場に参会し，死期にある翁，熊本の岡名に対し被告

人黒川は.所携のヒ首を以て，その名頚部を順次に斬りつけ.翁に対し

ては頭部諸筋を損傷する左右頭部切創.熊本に対しては.内外頚動脈を

( 32 ) 



〈諸説〉

完全に横切する左頭部切創をそれぞれ蒙らしめ.被告人岸は.殺害の意

思を以て.前記日本万で二回にわたり.何れも熊本の背部より胸部を貫

色刃先が地面に達する程度に強く突きとおしかくして被告人黒JIIは.

直ちに前記浜利飲食脂に引返し被告人商及び架空取引の相手方劉徳剣

等に対し.現品のトラック積込終了の旨を報告し.被告人西は.同所で

右劉等に対し.残金60余万円の交付方を強要したが.劉等において.

あくまで現品引換を主張峻拒したため.その目的を逮せず.被告人石井

と共に.前記中島閤一方に赴き.さきの現金 10万円の交付を受けた上

直ちに他の被告人等と逃走し.ここに.被告人西.黒川.石井の三名は.

金員強奪の目的を以てする翁及び熊本の.被告人岸は殺意を以てする熊

本の各殺害行為を遂行し因って翁に対しては.その胸部より左肺.心

臓を貫通する盲管拳銃創に基く失血により.熊本に対しては.その胸部

より左肺.心臓.肝臓を貫通する盲管拳銃創等に基く失l凪により.いず

れもその受傷後間もなく.その場で絶命させて.右両名をj順次に殺:fi-し.

被告人藤川.押川の両名は，被告人西，黒川.石井等の右犯行援助の意

思を以て.その実行について.それぞれ前記のような支援を与え.右犯

行を容易ならしめて.これを常助し……J。

本件については.いくつかの疑問点が出されている。それは犯行に使

用された凶器のことであり，当時の第二次世界大戦後の複雑な国民感情

を意識せざるを得なかったことが指摘されている。この点につき同事件

は菟罪であるとして救援活動の先頭に立った古川泰龍氏を忘れることは

できないであろう o

( 1 ) 福岡事件とは.第二次世界大戦後の混乱期の 1947年に制閥市を舞台にし

て発生した事件である。このことから当時は福岡ヤミ商人殺しと呼ばれた。

(2 ) 昭和 26年 11月27日.福岡高裁判決よりの引JUである。

第一審 昭和 23年2月27日，福岡地裁西武雄.石井健治郎の両名
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とも死刑

第二審昭和 26年 11月27日.福岡高裁控訴棄却

第三審昭和 31年4月 17日.最高裁上告棄却

確定判決後.数次にわたって再審請求をするも.いずれも棄却される。

西は 28年間の獄中生活の果てに.そして五回の再審請求はすべて退

けられて.昭和 50年6月17日に死刑を執行された。一方.石井は同日.

個別恩赦で無期懲役に減刑されて熊本刑務所へ移され平成元年末に仮釈

放された。

参考文献

今井幹雄 n誤殺J(1983年 東方出版)

古川森胞『福岡.中国人ブローカー殺し殺人fi背負強盗殺人事件真相究明書j0963 

fド コスモス社非ぅ21日'1)

古川泰rrur白と県のあいだJ(1964年 河出書房新社)

lii川泰郎 rßl~びたし寒満月の割れるほどj (1991年 法裁館)

佐久間哲「なぜ荘、が助かったか一一思故のIVJ暗一一Jr死刑に処す一一現代死刑

囚ファイルJ(2005年 自由国民社)所収

日本弁護士迎合会制『再審j(1977年 日本評論社)297. 351頁。

日本弁護士迎合会制『統・再審j(1986年 日本評論社)410. 439頁。

f制|瑚犯m!50年史J(タFIJフクニチ新聞社)

平成 20~I! 9月14日付朝日新1m(無実信じて 心の叫ぴは生き続ける〕

えない

(5) 桜井村事件

事件の概要(日本弁護士迎合会=香川県弁護士会の fやっとらんもんはやっと

らんー視井村事件再審無罪への道上巻J:から転用させていただいた)

「榎井村事件……弁護団では.こう呼んでいるが，再審開始決定及び

無罪判決は桜井事件と呼んでいる。

昭和 21年8月21日午前 2時ころ.四国の香川県仲多度郡榎井村字六

( 34 ) 



〈論説〉

条の高田喜三郎邸内に二人組の男が侵入し.同家表庭で高田喜三郎を拳

銃で射殺し逃走するという事件が発生した。吉田勇と浅野英明が犯人

として誤った有罪判決を受けた(但し.浅野は住居侵入のみ)。榎井村

事件が発生したこと自体は.吉田勇は知っていたものの.浅野英明は知

らなかったが.当時二人はそれぞれ満 18歳.19歳であった。榎井村は.

海の神様として全国的に有名な『金比羅l[こんぴら}さんjのある琴平

町に隣接する村だ、ったが.その後琴平町と合併し現在では琴平町になっ

ている。J

「高田喜三郎方の南に隣接して琴平煙草配給所があり.西方 70-80

メートルのところに大野ハツヱ方があった。確定裁判における高田チト

セの証言等によれば.事件の状況は次のとおりである。高田喜三郎(当

時43歳)，高田チトセ(当時 39歳)の夫婦は. 8月20日午後 11時半

ころ戸締まりをして就寝した。高田夫婦がいくらか眠ったころ.琴平煙

草配給所の夜警が高田方庭内に入って来て『門が聞いているが誰か外に

出ているのかjと注意してくれたので f誰も出ていなし、表門は昨夜間

めて寝たがjと答え.夫婦で寝床から起き上がり.夫婦が前後して玄関

口の潜り戸を聞いて外に出たD 外に出た高田喜三郎は表門を閉めに行っ

た。このとき門の内側の合わせ日を純で縛っておいた。その問.高田チ

トセが母屋の西側にある納屋の方を見たところ.母屋と納屋の問の入り

込んだ所で白いものを見つけ.うずくまって隠れている人影を見た。高

田チトセは，表門を閉めて母屋玄関口まで帰って来た夫に fそこに人が

隠れているようだjと小声で伝え.時刻を確かめるため一旦家の中へ入

り玄関の次の間の柱時計を見ると.午前2時 15分であった。そして.

玄関の潜り戸から一歩外へ出ょうとしたところ.高田喜三郎が鍬を振り

上げて.白いパナマ帽を被り拳銃を突き出している男と対峠しているの

が目に入った。その男の後方にもう一人の男がいるように感じたが.そ

の直後拳銃が発射され. 2人の男が急いで表門の方へ逃げるのを目撃し

た。高田チトセが駆け寄ると.高田喜三郎はうつ伏せになって倒れ.抱

( 35 ) 
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誤判と死刑 (2) 

き起こしたが絶命しているように見え.一言も発しなかった。」

「また. 8月21日の夜は臨月夜であったが.大野'ハツヱは午前2時こ

ろ.自宅表で子供に小使をさせながら外を見ていると自宅前の.高田宅

方面に通じる小道を白い帽子を被った男ともう 1人の男の 2人述れが

通って行き.高田宅の塀に姿を消したのを目撃した。その際.その 2人

述れの年格好.身長.体格も目撃している。現場には.高田喜三郎の身

体を民・通した実包弾体などが落ちており.現場付近の芋畑には.犯人が

遺留したとされるパナマ帽が落ちていた。また.場所は不明だが.現場

付近に短刀(ヒ首)の鞘も落ちていた。J

「その実包弾体の線条痕検査はどうなったのか.大野ハツヱの目撃し

た2人連れの年格好，身長.体格が吉田勇，浅野英明のそれと符合する

のか.現場に落ちていたパナマ帽は果たして吉田勇のものか等々につい

ては.新規証拠が出現している部分もあって.この紙幅では正確に論じ

ることは困難である。弁護団の最終意見書や本文を参照されたい。」

「吉田勇・H ・H ・..…本件緩井村事件の再審請求人。平成 5年 11月1日再

審開始決定を得て.平成6年3月22日無罪判決を受ける。事件発生か

ら48年間苦闘して菟罪を晴らした。J

「昭和 2年 10月11日香川県高松市で.桶屋を営む家の次男として出

れ高等小学校卒業後. 14歳で造船会社の工員となる。 浅野英明とは.

ここの工員仲間として知合った。 満15歳になるのを待って兵役を志願

し合格する。その後.浅野英明らとともに呉の海軍工廠に徴用される。

昭和 19年.丸亀連隊に入隊し.その後高知へ移動し米軍の本土上陸

に備え.そこで終戦を迎える。昭和 20年9月高松市に帰るo 昭和 21年

1月ころ.興行師の組である中塚組に入りその後浅野英明も入った。中

塚組でもすることがなく.建築の仕事を 1~2 ヵ月したが.建築材料が

なく.大したこともせずに終わった。敗戦後の混乱期で仕事がないので.

浅野英明らとともに，昭和 21年5月から，専売局へ侵入して煙草を盗

むなど.いくつかの罪を犯す。同年8月28日，高松地方専売局へ侵入

( 36 ) 
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した件で行政検束により身柄を拘束され.その後榎井村事件の嫌疑をか

けられて.問中持部補が浅野英明から違法な方法で獲得した自白を決め

手として.桜井村事件でも浅野英明とともに裁判にかけられた。吉田勇

は.桜井村事件については，終始一貫.身に覚えがないと否認し最高

裁まで争ったけれども.窃盗などの罪と合わせて宣告された懲役 15年

の刑が昭和 24年4月28日に確定し.服役した。サンフランシスコ講和

条約締結に伴う恩赦などにより.昭和 30年5月仮出獄。その後直ちに.

裁判のやりなおしのため.仕事をしながら.事件関係者の所在捜し事

情聴取などの調査活動を開始するo 昭和 39年に至り.ょうやく浅野英
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明の所在を突き止める D その後.裁判のやりなおしを.いろいろな弁護

士に依頼するも引き受けてもらえなかった。昭和 61年に東京の弁護士

に教えられて.香川県弁護士会人権擁護委員会に.再審のための人権救

済申立をする。これによって.ょうやく再審への道筋がついた。なお.

この間.昭和 31年に愛媛県今治市に転居し昭和 54年前後に l年半く

らい郷里の高松市に帰っていたほかは，現在も今治市に住んでいる O 古

鉄回収業.造船関係などの仕事に従事する。最初の妻は病死。再婚後.

二人の娘をもうけたが.再審請求のため妻子に迷惑をかけたくないこと

もあって.昭和 61年に離縁する。現在ひとり暮らしで.不動産業の手

伝いをしている。」

「浅野英明………吉田勇の友人で昭和 2年3月6日.現在の高松市で

出生しているo 終戦は.呉の海軍工廠で迎える。榎井村事件には自分も

関与していないのに.違法な長期拘禁や問中鼠警部補の偽計などによ

り.古凹勇と一緒に住民に侵入し.吉田勇が拳銃を発射した音を聞いた

という嘘の自白をさせられた。確定裁判でも嘘の自白を翻し.本当のこ

とを言ったのだが.裁判所の信用するところとはならなかった。同人は.

吉田勇を菟罪に陥れたことで慎悩.悔悟し.腹の底から笑える日々はな

かったという。今回の再審でも真実のことを証言し.他の新証拠とあい

昭和 30まって.今度こそ裁判所に信用された。郷里の高松市を離れ.

( 37 ) 
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年から信越地方に住んでいる。吉田勇は.裁判のやりなおしをするため，

この人物の所在を懸命に捜し求め，昭和 39年に至り，ょうやくその所

在を突き止めたのである。J

「高田喜三郎……榎井村事件の被害者で自分の家の庭で，犯人に拳銃

で射殺された(当時 43歳)。

高田チトセ……千歳ともいい，被害者の妻で.自分の夫が射殺される

ところを目撃していた(当時 39歳)。

大野ハツヱ……被害者宅の隣りに住む人で犯行時の物音を聞いたり，

真犯人の服装，年格好などを目撃した。

周徳...・H ・H ・H ・..吉田勇の知り合いで現場遺留のパナマ帽を吉田勇に買

い与えた人物とされているが.同人と吉田勇はそれを完全に否定する。

昭和 20年代に日本から台湾に帰以現在も台湾に居住している D

吉田悟…...・H ・..吉田勇の実兄で捜査官から強制され，パナマ帽のこと

で.吉田勇に不利な，虚偽の供述をさせられた。J

「三上マサノ……事件当時.吉田勇と内縁関係にあった女性で行政検

束による違法な身柄拘束を受けて，現場遺留のパナマ帽のことで，吉田

勇に不利な，虚偽の供述をさせられた。J

「佐久間富夫……丸亀の帽子庖の経営者で捜査側は.吉田勇がこの庖

で現場遺留のパナマ帽を入手したと考えていた。」

「増田忠男...・H ・..吉田勇の友人で，琴平に居住。吉田勇は昭和 21年5

月ころ，父から貰って被っていたパナマ帽と同人の鳥打ち帽を交換した

が，同人は強制的な取り調べによって，パナマ帽を吉田勇に返したとい

う虚偽の供述をさせられた。」

「堀口清茂………吉田勇の友人で榎井村事件が発生した夜は，吉田勇.

佐々尾末伸とともに，高松市の李西華の家に泊まっており，確定裁判の

第一審と控訴審で，その旨吉田勇のアリバイの存在を証言した。」

「李西華…...・H ・..吉田勇の友人で榎井村事件が発生した夜は，高松市

の同人の家に.吉田勇，佐々尾末伸.堀口清茂が泊まっており，確定裁

(38 ) 
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判の第一審で.その旨吉田勇のアリバイの存在を証言した。また.拳銃

にも関係しているとされていた。」

「佐々尾末fll)'"…吉田勇の友人であり.桜井村事件以外の窃盗事件の

共犯者の一人。梗井村事件が発生した夜は吉岡勇.堀口清茂とともに.

高松市の李商華の家に泊まっていた。」

「川口竹次郎……複井村事件の日の朝.李西華の家に泊まっていた吉

田勇.佐々尾末仲.堀口i青茂が李西華の家をlHて.途中.川口竹次郎が

魚、を捕る網をあげているのを見物した。確定裁判の第一審で.同人は.

魚を捕る網をあげていたことがある旨証言した。」

「高倉英則...・H ・..吉田勇の友人であり.桜井村事件以外の窃盗事件の

共犯者の一人で同人は警察で身柄拘束1=1:'.吉田勇が別の拳銃を持ってい

たと虚偽の供述している。また.同人自身.拳銃にも関係しているとさ

れている。」

fl1l岡年政………事件当時.広島県呉市に居住していた。浅野英明が

山岡年政から短刀(ヒ首)をもらったと虚偽の自白をした。確定裁判の

控訴審で. r短万を浅野に交付したことはないjと証言した。j

「藤田多己男……浅野英明の自宅のごく近所に住んでいた人で確定裁

判の第一審と控訴審で.榎井村事件発生の日に浅野が高松市の自宅にい

たことを証言した。

川井トキヨ……右向。但し，同人が証言したのは.第一審においての

み。」

「田中肢…...・ H ・..事件当時.警部補。偽計を用いて浅野英明から虚偽

の自白を引き出す。財団川事件でも谷口繁義から虚偽の自白を引き出し

たが.のちに再審無罪となる D 香川県綾歌郡府中村人妻殺害事件でも.

被害者の夫から虚偽の自白を引き出したが.のちに真犯人が逮捕され

た。自白を偏重し見込み捜査にも強引な捜査官。榎井村事件でも.早

くから吉田勇.浅野英明に狙いを付けて.見込み捜査をした。」

「市原庄八・H ・H ・..確定裁判(第一審.控訴帯，上告審)における吉田
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勇の弁護人。

近藤勝…...・H ・-・確定裁判(第一審のみ)における浅野英明の弁護人。

十河清行・H ・H ・..本件の捜査，予審を担当した検察官。
(1) 

横江文幹・・・・・・・・・本件の予審判事」

(40 ) 



朝
日
法
学
論
集
第
三
十
八
ザ

〈論説〉

Cと

Cア

p 

( 41 ) 

同
阿
川
凶

(t'V ) 



各回t~却のS沼(ml

"-B 4Sm 

B-C 150明

C-<J) 190m 

@‘~ 330m 

@‘~ 180田

~ ZIO血

ca沼沼海 900112 

(
N噌
)

(

N

)

{

長
ぽ
心
{
早
川
地



〈論説〉

(1) r事件内容と主要登場人物の紹介」については.日本弁護士連合会=香川

県弁護士会 fやっとらんもんはやっとらん一一桜井村事件再審無罪への道

上巻 vii頁以下から引JUさせていただいた。お礼を111しあげます。

iiiI掲者xiiiから転用させていただいた。

前掲ilFxivから転用させていただいた。

(2 ) 

(3 ) 

吉田は無期懲役，浅野は懲役

吉田は懲役 15年昭和 23年11月9日.高松高裁

昭和 24年4月28日.最高裁第一小法廷

昭和 22年12月8EI.高松地裁

6年

第一審

第二審

第三審 上告棄却

平成 2年3月 19日再審を請求(高松高裁)平成 5年日月 9

日再審開始決定(判例時報 1509号 146頁以下)平成6年3

再審請求

再審請求
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月22日無罪の判決(判例時報 1523号 155頁以下)

参考文献

大lU良知=川崎英明「総合評価こそが誤判救済の逃…板井村事件再審開始決定

の意義J 法学セミナー 469~J

「逮捕から四七年ぶり聞いた桜井村事件の・再審のド1)"再審 (TREND)J週刊

n!pJ~ 35 (43) 1993 {ド

出1[1英雄=川崎英明 rlVfCrtl:と新規性…板井村事件"，Jf瀞請求の現段階J法律時

報64巻8号

三野秀'，;， r榎井村事件再審請求の経過とその内容(人続侵害の根絶をめざして

19) I~I 111と正義41巻 7号

吉田茂「桜井村事件無罪への道一一再審弁護団に加わってJ週間法律新聞 1144

7)" 

日本弁護士連合会=香川県弁護士会『やっとらんものはやっとらん一一桜井村

事件再審無罪への道)J(1994年

榎井村~J~件総括文書刊行委n会 fやっとらんもんはやっとらん 続編J0995年
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誤判と死刑 (2) 

(6) 龍門事件

事件の概要

1953 (昭和 28)年 1月12日.和歌山県那賀郡龍門村にある九頭竜神

社の鳥居のそばの谷川で粉河町にある紀陽銀行粉河支庖に勤務していた

柑本圭子さん(19歳)の女性の無残な死体が発見された。事件後同じ

部落の農家の主人である福本政雄 (62歳)と同家の作男金田勝馬(18

歳)が逮捕され.金田が主人の福本と共謀し被害者に恥をかかされた

恨みを晴らすため，待ち伏せをし根棒で殴ったが顔を見られたため殺

した旨供述したため.r福本政雄.金田勝馬の両名は共謀のうえ.柑本

圭子を殺害せんことを企て.昭和 28年 1月12日午後6時30分頃.前

記神社附近道路上で被告人金田勝馬において所携の梶棒を以って同所を

通行中の柑本圭子の頭部を数回強打し更に被告人福本政雄において同

女の頚部を手にて強圧して死亡させたJとして殺人・窃盗罪として起訴

された。

(1) この点については.森長英三郎「鳥居は知っている一一竜門殺人事件の

場合一一J法学セミナー 6011:11月号66頁以下にくわい、説明があるので参

n日されたい。

( 2 ) 事件の概要については.日本弁護士連合会編『続・再審J414頁からヲ|川

した。

確定判決

第一審昭和 28年 11月13日.和歌山地裁福本は無罪.金田は懲役

5年

第二審昭和 29年 12月4日，大阪高裁原判決を取り消して.福本は

懲役8年，金田は懲役6年(高刑集 7巻 11号 1676頁)金聞は

服役する

第三審昭和 34年6月9日.最高裁第三小法廷福本だけにかかる上

(44 ) 



〈論説〉

昭和 36年3月29日再審を請求(大阪高裁)昭和 45年4月

28日棄却決定

異議申立 稲本は異議申立を行なったが.昭和 45年8月4日死亡する。

本件につき日本評論社刊の『日本の菟罪J275頁によれば「一審は.

少年の共犯自白の信用性を否定して福本に無罪.少年に懲役5年乃至

10年の不定期刑を言い渡した。ところが，二審は.共犯関係を認め稲

本に懲役8年.少年に同 6年を言い渡した。少年の自白に不自然.不合

理な点があるだけでなく.犯行時に着用していたとされる衣類の血痕な

上告棄却告審判決は.

再審請求

再審請求

どに拭い難い疑問がある。」と説明されているo 思うに.本件において

も共犯の見込捜査によって.福本と金田を逮捕している。そして.翌日

しかし福本

は否認をつづけ.少年も一時は.福本は関係がないとの供述をするが.

公判では共犯関係を主張するという一貫性を欠く疑問のある事件である

といえよう O

に少年が福本と共謀して圭子さんを殺したことを自白した。
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米谷事件

事件の概要

米谷四郎は昭和 27年2月25日午後 7時頃.青森県東津軽郡高田村(現

在青森市)大字小舘字桜苅 164番地寡婦川村すな(明治 28年2月21

日生.当時 57歳)方四畳半の問で同女と対談中俄に劣情を催し.同女

に対し情交を迫ったが拒否されたため強いて阿女を姦淫しようと決意

(7) 

し.いきなり手拳を以て同女の胸部を突きそのため同女が倒れると同女

を隣室六畳間の寝床まで抱きかかえて仰向けに倒したが.尚抵抗するの

で同女の頚部を着衣の襟を両手で持って絞めたところ力余ってその場で

同女を窒息死に致らせ(姦淫自体は結局所期の目的を遂げず)たもので

あるo この事実に対して.同年3月青森地検は米谷四郎を起訴し 同年

(45 ) 



誤判と死刑 (2) 

12月5日青森地裁は懲役 10年の判決を言い渡した。本件においては血

液型鑑定が大きな争点となった。裁判所は.遺留精液の血液型は A型

であり，米谷の血液型も A型である。したがって.米谷の血液型と遺

留精液の血液型とは一致することになると結論づけた。この判決に対し

て控訴が申し立てられたが棄却となり.上告を断念したことで判決が確

定することになる。米谷は刑に服してi昭和 33年2月18日仮出所してい

る。

その後.昭和 41年4月上旬ころ別件(窃盗事件)で逮捕された被害・

者川村すなさんの甥の長内芳春が拘留先の警視庁本所署で川村さん殺害

を自白するo そのため昭和 42年2月東京地検は長内を真犯人として.

すなわち，強盗殺人.強盗強姦未遂事件として.東京地裁に公判を請求

した。しかし東京地裁は.昭和 43年7月に長内に対して無罪を言い渡

した。この判決に対し検察側は長内が犯人であると主張のうえ控訴し

その審理の過程で犯行現場の検証，証人尋問.鑑定の実施をするととも

に.最終的には名古屋大学医学部の教授に鑑定を依頼することにした。

そして.昭和 45年5月8日に依頼をした教授に対する鑑定人尋問をす

ることを決定し，このことを長内に通知した。ところが.名古屋への出

張の前々日である同月 6日に長内は勤務先のタクシー会社営業所内で自

殺をするのである。したがって.公訴棄却の決定がなされるのである。

(1) 第一審判決(背森地裁刑事部昭和 27年12月15日)判例タイムズ 301号

128頁. 日弁連『再審j(昭和 52年)302頁

強盗殺人事件

青森地判昭和 27年 12月25日(懲役 10年)判例タイムズ 301号 128頁

仙台高判昭和 28年8月22日判例時報525号39頁 昭和 42年8月背森

地裁に再審請求

青森地決昭和 48年3月20日(再審請求棄却決定・仙台高裁に即時抗

( 46 ) 
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告)判例タイムズ 301号 96頁

仙台高決昭和 51年 10月30日(再審開始決定)判例時報 838号3頁

青森地判昭和 53年7月31日(再審無罪判決)判例時報905号 15頁

参考文献

竹i事哲夫=1[1回普二郎編 f現代再審・えんuu小史jイクオリテイ 1993年)

藤野英一「刑事再審雑考(上)J拝察研究 54巻 11J} 3 II以ド

(8) 日野町事件

事件の概要

本事件は， 1984 (昭和 59)年 12月28日の夜から.滋賀県浦生郡日

野町.設田で酒類販売庖を営んでいた女性脂主の池元はっきん(当時69

成)が行方不明になり，翌年 1月18日に日野町内の宅地造成地で遺体

が発見されたという事件である(死凶は絞殺)。その後， 4月になって

応からなくなっていた手提げ金庫が見つかり.池元はっさんを金品強取

のために殺害したとして.事件発生から約 3年後の 1988(昭和 63)年

3月9日に.元工員の阪原弘氏 (2005年時点、で 69成.広向県尾道刑務

所)が野察から呼び出され.連日にわたり暴行・脅迫を交じえた長時間

の取り調べを受け.その結果自白をし， 3月 12日に強準殺人罪の容疑

で逮捕された。

阪原氏は.池元さんが行方不明になった日は.知人宅でj酉を飲み.翌

朝jまでその知人宅で寝ていたとのアリバイを主張しましたが.結果とし

てきびしい取り調べ段階で犯行を自白することになった。その背妓に

は.取り調べ中に警察官から結婚を間近に控えていた娘について「嫁ぎ

先をガタガタにしてやるJなどと脅迫され.暴行も加えられたことや弁

護士の接見も認められず速民連夜の捜査担当の符察官に「自 I~IJ を強

く迫られて.最終的には「調書」がとられたということであるo

以上のことに対して一審の大津地裁は， r自白調書の内容は必ずしも

( 47 ) 
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誤判と死刑 (2) 

信用できないが…...・H ・..Jとしながらも二審の大阪高裁は「各間接事実

は.それだけでは阪原さんと犯行を結びつけるものではない...・ H ・..Jと

しながら「自白には.疑問の残る部分もあるが.基本的な根幹部分は十

分信用できる」として有罪を言渡し最高裁も 2000(平成 12)年9月

に事実誤認はないとして上告を棄却し無期懲役が確定した。

以上のような経緯のなかでの警察の取り調べに対して.阪原氏は.r中
腰の姿勢で背後から首の前後を挟むように絞めたJと供述し一審は.

この方法を前提として有罪判決を言い渡し.二審は「首を両手で絞めたj

と.具体的な方法には言及していなし」そのため二審の裁判官は，審理

のなかでは矛盾に気づいていた可能性があったと考えられる。しかし

犯人とされた阪原氏は，取り調べ過程で自白を強要されたものの.第一

審以来今日まで一貫して無実を叫び続けてきているo 本件確定判決に

は.直接の物的証拠はなく，状況証拠も請求人と犯人を結びつけるもの

ではなく.任意性と信用性に疑問のある自白しかないという脆弱な証拠

に支えられたものであったといえよう o

2003 (平成 15)年からの再審議求審で.弁護団は大津地裁が選定し

た鑑定人が自白調書による殺害方法と過去の鑑定結果が整合しないとの

考えを示したりして.数々の新証拠を提出してきた。 唯一の物証で物色

行為を裏付ける手鏡の指紋鑑定結果の誤りを当時の指紋鑑定官が認める

など.自白内容と客観的事実との矛盾も明らかになった。

次に再審議求審での最大の争点は，殺害方法である。弁護団は.再審

請求審で医師の分析をもとに.自白通りの殺害方法で生じると考えられ

る圧迫痕と遺体の首に残った損傷が一致せず不自然だと主張し右斜め

後方から首を絞めて殺害したとする自白の信用性に疑問を呈した。しか

し大津地裁の裁判官は，物証とは食い違う自白の矛盾を r3年以上も

経過した自白なので記憶違いと理解できるJとしている。それについて

2006 (平成 18)年3月27日，大津地裁は再審請求棄却の決定を下した

(即時抗告)。

(48 ) 
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同地裁は.被害者の殺害態様に関する自白について.新証拠に基づき

「客観的な事実との矛盾があるJと認定しながら， 3年以上も経過した

自白であることや，請求人の知的能力の低さなどを考慮すると自白の信

用性に影響を与えないと判断した。その内容として「本人の自白は自発

的」なもので.警察による鑑定結果と白白との食い違いは本人の「思い

違い」などとしている D

参考文献

奥Hlflt雄「第 27[司l全国再審弁護問会議 f徹底討論 日野町事件を考える一一2006

年3n 27日棄却決定をめぐってj報告」再審通信 2007年5月1日

述藤述也「日野町事件報告〔大津地裁平成 18{r: 3 11 27日決定)J再審通信2007

年5HIH

石側亮太 rEI野町事件報告〔大沖地方裁判所 2006年3月27日決定)J再審通信

2006 {I: 10 JJ 1日

玉木品美「現地報告 滋賀県えん罪 日野町事件阪原さん救出めざし即時抗告J

人織と部諮問題2006年8月

玉木品美「日野町事件報告〔大津地方裁判所平成 18年3月27日決定〕再審通

信2006年5月l日

荷藤保「刑事弁護に役立つ犯罪鑑識 (7)嘱託鑑定は中立か一一日野町事件再

審請求事件の指紋鑑定J刑事弁護42号

石川元也「日野町事件報告J再審通信 2005年10月

川東繁治「現地報告滋賀県日野町 再審の騨をこじ開けようえん罪.日野町事

件第五回全国現地調査」人権と部落問題 2004年3月

佐口裕之「日野町事件(特集よおーし再審だ!一一再審事件を学ぶ)刑事弁護

34号

石川元也「日野町事件標日開示をとり.例別開示請求.命令待ち(特集全面i証

拠開示を求めて一一寛罪・誤判をなくすために一一間われる証拠の隠障・重大

事件からの検証)J法と民主主義379号

坂口伊都「虚偽自白の考察一一日野町事件から」人橋教育研究 (TheJournal of 

human rights education and research) 

佐藤佐久 r<現地報告〉日野町事件の再審無UI!をもとめて えん罪の犠牲者を救

おう j部部 2002年2月
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誤判と死刑 (2) 

古屋行夫 I白い波一一菟Ull 滋賀・日野町強盗殺人事件J(2004年)

木谷明「近時の下級審裁判例の延I越すべき一部の傾向一一日野町事件に関する

再審請求棄却決定Jr刑事事実認定の理想と現実J(2009年 法伸文化社)

本事件については，本論文を執筆の段階で十分なる資料の収集ができ

なかったことを明らかにしてお詫びをしなければならない。十分な資料

の収集後に改めて検討することとしたい。従って.本稿ではいかなる事

件が発生したのかのみをまとめることにする。

(9) 足利事件

事件の概要

1990 (平成 2)年5月.栃木県足利市のパチンコ応駐車場で.保育園

に通う女児(当時4歳)が行方不明となり.翌日.約 700メートル離れ

た渡良瀬川の河川敷で遺体が発見された。川底から発見された女児の着

衣に付者していた体液の型と.背家利和さんが捨てたごみから採取した

DNA型が「一致」し，背家さんも殺害を認めたとして，栃木県替は 1991

年 12月.わいせつ目的で誘拐し殺害したとして，パスの運転手だ、った

背家さんを逮捕した。背家さんは捜査段階では犯行を自白したが.一審

の宇都宮地裁での公判途中から否認に転じたが.一.二審で無期懲役判

決を受けt 2000 (平成 12)年7月に最高裁で菅家さんの上告を棄却し

無期懲役が確定した。

その後t 2002年 12月に背家さん側が警察庁科学警察研究所(科警研)

の鑑定結果とは異なる独自の DNA型鑑定を「新証拠Jとして宇都宮地

裁へ再審請求を申し立てる。これに対してt 2008年2月に地裁が再審

請求を棄却するも菅家さん側が東京高裁に即時抗告を申し立てることに

なるが.同年 12月，その即時抗告審で.高裁がDNA型の再鑑定を決

定するo 続いて 2009年5月.二つの再鑑定の結果.二人の鑑定医は肌

着の DNA型と菅家さんの型は「不一致」であるとの鑑定者を提出する

( 50 ) 
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6月に東京高検が刑の執行を停止し.背ことで結論がでた。その結果.

家さんは服役先の千葉刑務所から釈放された。

東京高裁としては. 6月23日. 17年半にわたって「犯人」として身

柄を拘束され続けてきた菅家さんの再審開始の決定をした。それによっ

一審で無期懲役を言い渡した宇都宮地裁で再審が聞かれることにな

り.現在はその裁判が進行中である。

て.

参考文献

背家利和Jr菟!JJ! ある日.私は犯人にされたj(朝日新聞IH版 2009年)
じん bん

背家利和=佐藤博史 f訊問の良一一足利事件の真実J(fIJ J1Ii'H1i 2∞9年)

小林篤 f足利事件一一菟罪を証明した一冊のこの本j(講談社 2∞9年)

村井敏邦「足利引件が投げかけたもの〔法律時評〕法律時報81巻 10号」

佐藤博史「足利~J~件の再審公判 DNA鑑定と自白の証拠能力」刑事弁護 60lJ-

126-127頁

木谷明「足利事件についてJr刑事事実認定の理想と現実j(法律文化社 2009年)
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足利市で生まれる

足利市立第二中学卒業後.働きに出る

同級生と結婚。翌年 l月に別れる

保育閣のパス運転手になる

足利市内で5歳の女児が行方不明に。 6

日後に波良瀬川の河川敷で遺体発見

足利市内で5歳の女児が行方不明に。

年4カ月後に畑で遺体発見

保育闘を解雇され.翌年 4月から幼椎閏

のパス運転手に

足利市内で4歳の女児が行方不明に。翌

日に渡良瀬川の河川敷で遺体発見

幼稚闘を解雇される
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12月 1日 |警察に連行されて自白し.翌日未明に殺

人容疑で逮捕される

12月 15日

12月21日 殺人・死体遺棄などで起訴され.他の 2

件の殺人事件も自白する

12月24日 79年の事件の殺人容疑で再逮捕される

1992年 I 1月22日 足利警察署-から宇都宮拘置支所に移る

2月 10日 84年の事件で書類送検される

2月 13日 宇都宮地裁で初公判

7月 13日 宇都宮拘置支所から精神鑑定のため.東

京拘置所に移る

12月 3日 |東京拘伽ら宇都宮拘聞に戻る

12月22日 第6回公判で家族宛の手紙が公開され.

犯行を否認する

1993 il~ I 1月28EI |第 7回公判で上申告が公開され.再び犯

行を認める

1月31日 |西巻糸子さんが初めて手紙を送る。 5月

以降は面会もスタート

2月26日 179年と 8411:の事件で検察が不起訴処分

を発表

3月 11日 第8回公判で無期懲役を求刑される

3月25日 第9回公判の最終弁論で結審

5月31日 弁護士に犯行を否認する手紙を送る

6月24日 第 10回公判で弁論を再開し.再び犯行

を否認。 即日結審に

7月 7日 |宇都宮地裁で無期懲役の判決。親日に控

訴

8月25日 |東京拘置所に移る。間もなく佐藤博史弁

護士らが私選弁護人に決まる

12月 14日 弁護団が控訴趣意書を提出

1994年 I 4月 17日 「菅家さんを支える会・栃木」発足

4月28日 東京高裁で二審の公判が始まる

1996 11~ 東京高裁が控訴棄却の判決。型日上告

( 52 ) 
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1997年 I 1月20日 |弁護団が上告趣意書を提出

2000年 I 7月17日 |最高裁が上告棄却。異議申し立てが7月

26日付で棄却され.刑が確定

10月30日 |千葉刑務所に移監

2002年 I 12月25日 |宇都宮地裁に再審請求

2007年 I 4月 |母親が死去

2008年 I 2月13日 |宇都宮地裁が再審請求の棄却決定

2月18日 |東京高裁に即時抗告

12月24日 |即時抗告審で東京高裁が DNA再鑑定を

決定

2009年 千葉刑務所で DNA再鑑定のための血液

と唾液を採取

1月29日

5月 8日 |再鑑定で DNA型「不一致」との結果が

判明

6月 4日 |束京高検が刑の執行を停止し千葉刑務

所から釈放

I 6月23日 |東京高裁が再審決定

本年表は.菅家利和『菟罪 ある日.私は犯人にされたJ(朝日新聞

出版 2009年)212頁以下から転用させていただいた。他に.小林鰐『足

利事件J(講談社 2009年)502頁以下参照。

7 むすびにかえて

(1)誤判問題の本質 以上.死刑判決を受けたが死刑執行という最悪

の事態が回避された事件も含めてを明らかにしたが.まだ.他にも相当

な数の誤判事件が存在しているのではなかろうか。いや.もうすでに死

刑が執行されてしまったものもあるのではなかろうか。裁判は人聞が行

なうものである以上.誤判は絶対に避けられないことかもしれない。し

かし万に一つ.千に一つであっても.誤判が発生しそれがそのまま

放置されることになれば.もうそれは被告人にとって耐えがたいことで

( 53 ) 
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あり. しかも死刑の場合には，一度執行されると回復されることは絶対

にないという深刻な事態になるのであるロ従って.そうしたことから誤

判を理由とする死刑廃止論が.最も説得力のある主張として存在して久

しいといえよう o

それでは.なぜ誤判は発生するのだろうか。その原凶はどこにあるの

だろうか。よくいわれていることとしては.自白偏重の捜査とそれを採

用する裁判にあるということだろう D そこで.わたくしとしては自白偏

重の捜査と裁判についての考えを明らかにしておかなければならない。

まず.初めに前者であるが.法律上は被疑者に当事者としての主体的な

地位と権利を保障し安易な自白の追及は許されないようになってい

る。にもかかわらず確実な証拠のないままに別件で逮捕して.拷問.脅

迫.誘導による執劫な自白の追及が繰り返されている。これをなくする

ためには.被疑者の段階から弁護人の立会いを受けることができるよう

にして.脅祭の密室内での不当な取調べを排除することである。そのこ

とは.代用監獄の問題とも深い関連があることはいうまでもない。可視

化の実現については.改めて主張する必要はないであろう o 後者の問題

としては.被疑者の不当な取調べによる強制に基づく虚偽の自白があっ

た場合の裁判官の対応である。この点について.元東京高裁判事の三井

明氏の主張が参考になるので.少し長いが，そのまま引用すると， I誤

判が問題となった事件には.強盗殺人などいわゆる重大事件が目立つ。

犯罪が重大だから.死刑または無期懲役などの重い刑が言い渡されてい

るo 小さな軽微な事件にも誤判はあるが，刑が軽いために見過されて.

あまり問題にされないのかも知れない。刑事事件全体から見れば.殺人.

強盗殺人.放火のような重大事件は数が少ない。その中で.誤って有罪

とされ.死刑や無期懲役のような重い刑に処されるものが比較的多いと

いうのは. どういうことだろうか。偶然のことなのか.それとも特別の

理由があるのだろうか。

考えられるのは.事件そのものの持つ意味による裁判官の内心の圧力

( 54 ) 
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である。センセーショナルに報道された事件.社会に大きなショックを

与えた事件.非常に残虐な殺人事件など.いわゆる重大事件を裁く裁判

官の心理には.ありふれた窃盗事件などに対するのとは違ったものが.

ないとはいい切れないように思われる。これは社会的影響の大きい重大

な事件だ。続々しく無罪にはできないというように.普通の事件の場合

とは違った特別の意識が働く D それが内心の圧力となって.裁判官の証

拠に対する判断に影響し誤判を生み出す恨れがないとはいえない。重

大事件の誤判の原因の一つが.そこにあるのではないかと思われる。」

と誤判の原因として重大事件の圧力を掲げているのが注目される。そこ

で.わたくしとして裁判所に望むことは.安易に自白調書:を採用するこ

とではなく.公判で当事者主義の方式による証拠の十分な検討をするこ

とである。それによって.誤判の発生を防ぐことが可能になってくるの

であるo

(1) 菟UI!を生んだ未熟な拠査について内部資料で最高検が反省点を指摘して

いる。「この資料は f起訴後真犯人の現れた事件の検討jと題し.三分冊あり

全文 699頁ものである。この資料によると. 46件の菟罪事件の大部分は.昭

和 24年 l月から昭和 29年5月までに起きており.このうちの 17件を最高検

刑事部検事らが審査を終え.事件名.l虫査の経過.問題点などを詳しく紹介

している。それによると.施!JI!事件を生んだ主な原因は f披査官の心構えの

未熟.償責技術の拙劣さj と判明した。誤認披査の原因として①取り調べに

自白の誘導.強要があった。②見込み捜在で事件とは無関係で心神喪失の精

神病忠者を起訴した。③うその自白をうのみにした。④自白を誘導.不自然

な供述を肱世した。」ーーなどの問題を指摘している(昭和 62年 12月 15日

付朝日新聞)。野村二郎「誕界と再審の歴史と構造J法学セミナー 338号 68

R 村井敏邦「菟罪防止策一一鑑定・上訴・再審を中心としてJ法律時報61

巻 10号29頁.田中卸和「わが国におけるえん罪の原因(試論)一一東北三

大再審無知事件を中心にして一一Jr激励則の刑事法学一一能勢弘之先生追悼

論集(平成 15年)295. 300頁以下。

(2 ) 三井明「誤判と裁判官J判例タイムズ 528号 7頁.同 f;誤判と抜判官の
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責任J法学セミナー増刊 f日本の菟罪J(昭和 58年)202頁以下.大竹武七郎

「誤判の原因J社会改良5巻3号23頁以下.谷口正孝「誤判を防ぐためのー

提言Jr裁判について考えるJ(平成元年)96頁以下。

(2) わが国の刑事司法制度と国際刑事人権法

① 誤判と刑事裁判

わが国の現在の刑事裁判は.起訴前の警察・検察官調書を追認して処

理するだけになっていると強く批判されて久しい。いわゆる自白調書に

依存した裁判に対する批判である。

官僚的で形骸化したわが国刑事裁判の実態は，いくつもの誤判事件に

象徴的に見ることができる。戦後死刑確定囚から無罪になった事件は，

これまで見てきた通り実に 4件にものぼり，死刑事件以外でも再審無罪

となったものは枚挙にいとまがないことが明らかにされている。こうし

た誤りの最大の原因は.先に示した通り自白中心の裁判であり.自白調

書に依存した裁判である。裁判がそうした状況にあるからこそ.当然捜

査当局はさらに自白獲得に全力を挙げることになる。被疑者に対するこ

四時間にわたる全生活・人格的管理を通じた「代用監獄」のシステムが

自白獲得至上主義の捜査において重要な役割を果していることは確認す

るまでもないことかもしれない。その代用監獄(警察留置場)は近時国

際的にも人権を犯すものと批判されてきている。捜査主体と身柄の管理

者が同じ機関によってなされる代用監獄のシステムは，それを利用した

自白の強要をひき起こしやすいことから，必然的な批判といえるだろ

つo

死刑の再無罪事件に対し，それらが戦後の混乱期にあったためだと

か.捜査の未熟な地方警察によるものだったからだ.といった本質的な

点を見落とした見解がしばしば聞かれるが，誤判は，わが国の刑事裁判

及び捜査等刑事司法のあり方に深く根ざしているものである。

人身の自由を基本的人権として掲げる憲法とその趣旨を反映した刑事

( 56) 
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訴訟法が制定されて 62年.その運用の状況すなわちわが国の刑事裁判

は. rかなり絶望的であるJとまでいわれているo

被疑者の逮捕.拘留による身柄の拘束については. (1) 逮捕後 72時

間，拘留及び延長に伴う 10日から 20日にもわたる身柄の拘束が，捜査

機関のもとでなされ. (2) その身柄拘束に対してチェック機能を果たす

べき司法の「令状主義Jが形骸化しているといえる。取調べ目的の身柄

拘束は認められていないにもかかわらず.自白獲得の手段として身柄拘

束が日常化し.こうした状況を捜査官憲のみならず裁判官までもが容認

するところから.結果的に自白の偏重と強要を助長しているo 裁判官の

「拘留質問」が形骸化しているなかにあっては.逮捕・拘留令状請求は

技査機関にとっての司法的チェックの段階ではなくなっているといえよ

つ口

また. t史査と身柄を同一の機関が管理する代用監獄は.取調べを担当

するものにとって自白獲得と維持に最も効率のいい制度である。代用監

獄は単に施設上の問題ではなく.被疑者の肉体と精神の全てを管理しつ

つ自白獲得に向けフルに利用される。取調べと一体化したシステムの問

題である O 菟罪・誤判の深層の一つがここにある O

さらに.現行法上は起訴前の保釈が認められていないこともあってま

すます被疑者を虚偽自白に追い込むことになり.起訴後の保釈も原則が

逆転し極めて厳しい状況になっている。起訴事実を否認しているとき

には.まず認められることはない。保釈を種に捜査機関から自白を迫ら

れることまで起きかねない。

こうして.被疑者の取調べにあっては.黙秘権は骨抜きにされ，弁護

人の依頼権も実質的に確立していないまま.自白の獲得が目指される。

「裁判は所詮人間のするものゆえに過ちを犯すときがある」との認識

では.誤判の本質的な部分を解き明かすことができない。誤判は.現代

日本の刑事司法制度それ自体の中の問題であるo それはいま現在も起こ

りつつある問題である。
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② 国際人権法におけるわが国の刑事司法と死刑

啓蒙的弁護士を中心とした民間人権団体 (NGO=非政府組織)の活

躍によって.わが国における刑事司法制度と国際人権法との抵触問題

が.近時とりわけ注目されている。国連人権専門委員会では， r人権後

進国」とまで表現され，わが国刑事司法とりわけ代用監獄制度は.人権

尊重・擁護の観点から.国際的な批判を浴びた。さらに先の抵触問題の

端緒となったのは.二人の NGOが日本の代用監獄制度について来日の

上行なった調査である。その調査結果は 1989年2月に『警察留置場で

の拘禁一日本の代用監獄制度/パーカー・ジョデル報告書Jに発表され

た。そこでは， r代用監獄を許す日本の法と実務は，国際人権規約 9条

3項及び被拘禁者保護準則第四に違反するJと明言した。この指摘は外

国人が自分勝手な倫理を振りかざしたものではなく.わが国が国際社会

に対して遵守を約束している国際的な準則を踏まえたものである。

国際刑事人権法に関する問題意識が高揚してきたなかで.死刑問題は

その重要な問題の一つである。もっとも.刑事司法制度の中における死

刑論として.最近になって注目されたという問題ではもちろんない。個

別.人権の問題として古くから廃止論が提唱されてきていることを断っ

ておかねばならないだろう。ただ，わが国の司法制度が国際刑事人権法

の水準から批判される状況下にあって.死刑誤判事件を始め.いわゆる

死刑事件がいまだにかなりの数にのぼっていることは.純粋な人権問題

だけではない問題を内包していることを示すものであるo

さらに，国際人権法における死刑廃止の動きは急である。 1989年 12

月には「この選択議定書の当事国の管轄下においては，何人も死刑に処

せられることはない。当事国は死刑を廃止するための全ての法的な処置

をとらなければならないJと第 1条でうたった，第二選択議定書(死刑

廃止条約)を国連総会で採択した (1991年発効)。そのほか，地域内格

差の解消をはかっている地域条約においても.第 1条でやはり「死刑は

廃止するものとする」と規定した「死刑廃止に関する人権及び基本的自
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由保護のための条約(欧州人権条約)についての第六議定書」が.すで

に1982年12月に欧州理事会で採択されている。

国際自由権規約の実施状況についての日本政府1993年には.

報告書の審査が実施されその際.悶際人権委員会は死刑廃止に対して消

極的な意見を表明した政府に死刑廃止条約の批准・死刑の廃止措置を採

なお，

ることなどを勧告したc

死刑廃止を求める国際人権水準とあらゆる被拘禁下にあるところで.

人間としての尊厳を守ものの適正な処遇を求める国際刑事人権水準は，

ろうとすることにおいてなんら異なるところはない。

国際刑事人権法に抵触すると批判されたわが国刑事司法は.構造的に

そのような刑事司法のもとで死刑が制誤判を生みかねないものであり.

いちじるしい人権皮として存続しまた現実に言い渡されている状況は.

朝
日
法
学
論
集
第
三
十
八
号

侵害を放置していることに他ならないであろう o

国際人椀委U会で日本の報告に対する各委員からの般しい質問等の械子

については.相.i向瑞穂「凶述人縮専門委員会を傍聴してJ法学セミナー附有1

63年9H~;-。なお.人権規約批准I!Iはその実施状況に関する政府報告井を五

年ごとに提出することになっており. u本は 198811~ に第二回政府報告#を提

出している。この問題に関しては.五十嵐二葉「第二111)政府報告書の検MJ

法学セミナー附和 64年 10月号.小山宏事1r国述人織委員会への日本政府の

政府報告t4=-その憲法的考察J溜法迎動 176号(附和 63年 12月3日)。

(2 ) 平野龍一「現行刑事訴訟の診断Jrわが困の刑事司法j(団藤古稀) 4巻

423頁。

(3 ) 被疑者の中には 1日19時11IJ-21時間という取調べを受けた者や. 50 

U. 100日という取調べを受けた者もいる(東京三弁護士会合同代用監獄調査

委員会編 fぬれぎぬJ58頁以下)。

( 4 ) 

、‘.，，E
A
 

(
 

Karen Parker. Esq・.Etienne Jaudel. Esq・.Feb. 1989M 

POLICE CELL DE-

TENTION IN JAPAN : The DAIYOUKANGOKU SYSTEM".邦訳は代JIJ監

獄廃止接見交通縦確立委員会が悠久井房より同書名でm版している。なお.

本報告書に関して.構成・内容に日)1してコメントをより詳細に加えている(注
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釈形式)のが，刑事立法研究会『国際人柿法と代用監獄ー -NGO報告許「警察

留i町場での拘禁一一1989年2月パーカー・ジヨデル報告書」を説む』園学院

法学27巻 2サ83頁以下。

( 5 ) 前掲「報告llfJ 15頁。

( 6 ) 世界人権宣言に法的効力を付与するために「経済的文化的社会的権利に

関する国際規約(いわゆる A規約)Jや「市民的政治的権利に関する国際規約

(いわゆる B規約)J(ともに昭和 41{I~同連総会で採択)をわが悶は昭和 54

年に批准しており.昭和 63年 12月には「あらゆる拘禁下にある人々を保護

するための原則(いわゆる被拘禁者保護服則)Jがわが国代表も合めた全会一

致で承認されている。さらに.閏述では「被拘禁者処遇最低基準規則」を採

択している。また.r人権および基本的自由の保護に関するヨーロッパ条約(い

わゆる欧州人柿条約)J. rヨーロッパ被拘禁者処遇最低基準規則Jを初めとし

世界各地で人権に関する地域条約がつくられている。こうした国際人権水準

のなかにあって.報告書がわが岡刑事司法が国際人権法に反すると指摘した

ことを.より真剣に受け止めねばならないだろう。

( 7 ) 本条約については.わが国は草案段階では賛成.社会経済理事会での採

択では棄権.総会での採択では反対にまわっている(賛成59カ国.反対 26

カ国.棄栴48カ国で採択された)。詳しくは.辻本義男「困述死刑廃止条約

を採択」状況と主体(平成元年) 2月号.同「死刑制度に関する国際的動向J

中央学院大学総合科学研究所紀要6巻2号。その後.2008年5H9日に団連

人権理事会は.欧州を中心に 12か闘が日本に死刑の執行停止や死刑制度の廃

止を求めた。

なお.死刑について.これまでにulされている国際文書等の資料について

は.アムネステイ・インターナショナル緬(辻本義男訳)r死刑と人権J(平

成元年)を参照されたい。
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